
日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の

形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
一
一
)

宮
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は
し
が
き

!
i問
題
の
提
起

l
i

一
近
代
的
所
有
権
と
法
意
識
と
の
関
係

二
近
代
的
所
有
権
規
定
と
資
本
主
義
的
生
産
(
以
上
第
二
五
巻
第
三
号
)

三
江
藤
新
平

ιよ
る
民
法
典
編
纂
と
近
代
法
学
の
継
受

四
民
法
共
編
纂
と
自
然
法
思
想
の
展
開

五
お
雇
い
外
日
出
人
渋
学
者
に
よ
る
近
代
法
学
の
継
受
(
以
上
本
号
)

江
藤
新
平
に
よ
る
民
法
典
編
纂
と
近
代
法
学
の
継
受

こ
れ
ま
で
近
代
的
所
有
権
に
つ
い
て
、
人
々
が
ど
の
よ
う
な
法
認
識
を
な
し
て
い
る
か
を
取
扱
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
主
と
し
て
資

本
主
義
的
生
産
に
た
い
し
て
、
近
代
的
所
有
権
が
ど
の
よ
う
な
法
的
機
能
を
達
成
し
て
い
る
か
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
近
代
的
所
有
権
が
特
定
の
法
的
概
念
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
法
論
理
的
側
面
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
は

日
本
に
お
け
る
所
有
権
忌
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
支
(
二
)

園



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
し
」
近
代
法
学
の
継
受
(
二
〉

四
回

抽
象
的
・
一
般
的
意
味
に
お
い
て
、
近
代
的
所
有
権
と
い
う
法
的
概
念
を
用
い
て
、
資
本
主
義
生
産
そ
の
も
の
を
維
持
し
て
い
く
と
い
う

法
的
機
能
を
も
っ
と
い
う
一
般
的
認
識
に
も
と
づ
い
て
、
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
理
解
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
法
現
象
を
、
そ
の
経
済
的
土
台
で
あ
る
生
産
闘
係
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
把
握
す
る
、

マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

達
成
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
以
上
の
検
討
に
引
き
つ
づ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
近
代
的
所
有
権
規
定
を
マ
ル
ク
ス
主
義
法
理
論
に

た
っ
て
検
討
す
る
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
あ
る
。
近
代
的
所
有
権
を
日
本
の
具
体
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
に
お
い
て
問
題
と
す
る

限
り
、
明
治
維
新
以
後
な
お
資
本
主
義
的
生
産
が
未
成
熟
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
た
た
ざ
る
を
え
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
に
お

い
て
近
代
的
所
有
権
規
定
を
法
制
度
上
で
規
定
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
法
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
か
。
こ
の
こ
と
が

ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
だ
近
代
的
所
有
権
を
近
代
法
体
系
の
う
ち
に
位
置
づ
け
、
そ
こ
か
ら
近

代
的
所
有
権
を
把
撞
す
る
と
い
う
法
学
的
伝
統
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
法
理
論
化
し
う
る
社
会
・
経
済
的
条
件
そ

(
l
u
 

の
も
の
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
e

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
初
年
に
お
け
る
民
法
典
編
纂
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
近

代
的
所
有
権
の
観
念
的
な
表
現
形
式
を
椴
愛
し
て
構
築
さ
れ
、

つ
い
に
日
本
民
法
典
と
し
て
完
結
し
、
近
代
的
所
有
権
が
旧
民
法
や
明
治

民
法
の
規
定
と
し
て
実
現
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
明
治
民
法
以
前
の
民
法
草
案
や
旧
民
法
に
あ
っ
て
は
、
明
治
民
法
と
は
異

っ
た
法
的
意
味
と
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
は
し
た
が
、
明
治
民
法
に
あ
っ
て
は
、

『
自
由
ニ
』

と
い
う
表
現
形
式
を
と
っ

て
、
所
有
権
者
の
無
条
件
的
か
つ
包
括
的
な
物
に
た
い
す
る
最
高
の
、
そ
し
て
も
っ
と
も
完
全
な
絶
対
的
支
配
を
内
容
と
す
る
権
利
と
し

て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
支
配
そ
の
も
の
が
意
思
関
係
に
お
い
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い

て、

一
方
が
他
方
を
服
従
さ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
所
有
権
規
定
は
志
且
の
存
在
し
て
い
な
い
物
に

た
い
す
る
支
配
と
い
う
法
形
式
を
と
り
つ
つ
、
実
際
に
は
意
思
が
物
の
上
に
及
び
う
る
状
態
を
法
的
に
承
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人



に
た
い
す
る
服
従
を
な
し
と
げ
る
と
い
う
社
会
的
機
能
を
達
成
さ
せ
る
と
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
近
代
的
所
有
権
規
定
は
現
実

の
社
会
生
活
に
お
い
て
、
人
が
物
を
媒
介
と
し
て
他
人
を
支
配
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
的
承
認
、

つ
ま
り
所
有
権
者
が
物
に
た
い
す
る

(

2

)

 

一
切
の
他
人
の
干
渉
を
排
除
し
、
独
占
的
地
位
を
主
張
し
う
る
法
的
地
位
の
社
会
的
承
認
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

で
は
な
に
故
に
、
日
本
民
法
典
編
纂
に
あ
た
っ
て
、
か
か
る
近
代
的
所
有
権
に
つ
い
て
の
観
念
的
理
解
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
。
当
時

に
お
い
て
人
々
が
一
般
的
・
観
念
的
に
法
認
識
し
う
る
能
力
と
資
質
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
近
代
法

学
に
つ
い
て
の
一
般
的
理
解
が
存
在
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
近
代
法
学
が
形
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、
近
代
法

学
の
観
念
的
な
法
的
構
成
に
も
と
づ
い
て
、
当
然
に
近
代
的
所
有
権
を
現
実
の
社
会
関
係
に
も
と
，
つ
い
て
構
成
す
る
こ
と
な
く
、
観
念
的

具
体
的
な
内
容
を
与
え
ら
れ
、
現
実
の
法
意
識
を
、

な
も
の
に
転
化
し
て
構
成
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
近
代
的
所
有
権
は
必
然
的
に
、
現
実
の
実
態
に
却
し
て

ハ
3
)

つ
ね
に
観
念
的
な
法
意
識
に
転
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
で
あ
ろ
か

ら
、
近
代
法
学
に
つ
い
て
の
埋
解
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
観
念
的
な
理
解
は
な
さ
れ
え
な
い
。
近
代
法
学
自
体
は
、
ぞ
れ

を
文
え
て
い
る

rH然
法
思
想
が
、
資
本
主
義
的
発
展
に
と
っ
て
必
要
な
法
思
想
的
根
拠
と
な
り
う
る
と
い
う
認
識
に
も
と
、
つ
い
て
い
ろ
。

明
治
維
新
直
後
に
お
い
て
、

か
か
る
社
会
・
経
済
的
条
件
は
ま
っ
た
く
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
近
代
法
学
の
存
在
を
否
認

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
理
解
は
当
然
に
つ
ぎ
の
こ
と
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
明
治
維
新
以
後
、
政
治
権
力
を
獲
得
し
た
明
治

政
府
は
、
自
己
の
安
定
し
た
政
治
権
力
の
た
め
に
、
日
本
資
本
主
義
の
発
展
を
企
直
し
た
。
こ
れ
は
明
治
政
府
の
と
っ
た
殖
産
興
業
と
し

て
な
さ
れ
た
諸
政
策
に
よ
っ
て
、
具
体
化
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
場
合
、
法
の
も
つ
経
済
的
土
台
に
た
い
す
る
反
作
用
と
い
う
法
的
機
能
の

相
対
的
独
白
性
を
利
用
し
て
、
積
極
的
な
政
策
目
標
の
実
現
に
役
立
て
上
う
と
な
し
た
。
こ
う
し
て
法
制
度
上
に
お
い
て
は
、
日
本
民
法

典
の
編
纂

l
i法
典
化
の
実
現
1

1
ー
と
し
て
進
行
さ
せ
ら
れ
た
。
近
代
法
学
の
継
愛
は
、
こ
の
準
備
的
作
業
の
必
要
と
し
て
の
法
的
意
味

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
合
一
)

四
五



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
令
の
継
受
(
二
)

四
六

を
も
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
明
治
維
新
以
後
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
近
代
法
学
の
継
愛
は
、
日
本
民
法
典
編
纂

そ
の
も
の
が
し
め
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
経
済
的
諸
関
係
を
一
定
の
方
向
1
1
1
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
い
う
ー
ー
ー
で
発
展
さ
せ
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
政
治
権
力
の
確
立
を
な
す
と
い
7
政
策
的
目
標
に
奉
仕
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
法
的
意
味
合
附
与
す
る
こ
と
に

な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
近
代
法
学
の
継
受
は
、
明
治
維
z

新
と
い
う
時
点
で
、
突
然
ド
ル
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
す
で
に
徳
川
幕
府
の
も
と
で

も
、
先
進
資
本
主
義
諸
国

の
事
情
を
調
査
す
る
た
め
に
、
洋
学
に
つ
い
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
で
一
八

(
4
)
 

に
は
蕃
書
取
調
所
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
蕃
書
取
調
所
は
洋
学
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
進
資
本

(
西
欧
諸
同
)

五
六
年
(
安
政
三
年
)

主
義
諸
国
の
諸
事
情
1

1
文
化
や
法
律
制
度
な
ど
の
|
i
の
知
識
を
え
、
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
複
雑
な
対
外
的
交
渉
の
担
当
特
と
し
て
、

重
大
な
課
題
を
果
す
役
割
を
禿
た
す
た
め
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
洋
学
研
究
に
よ
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
科
学
一
般
に
つ
い
て
の

知
識
を
深
め
る
と
い
う
、
客
観
的
役
割
を
果
し
た
の
も
事
実
で
あ
る

Q

こ
う
し
て
『
性
法
』
思
想
と
い
う
形
で
、

一
八
由
紀
の
ヨ

1
ロ
ツ

パ
の
思
想
|
|
一
七
世
紀
後
半
に
イ
ギ
リ
ス
に
は
じ
ま
り
一
八
世
紀
初
頭
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
に
波
及
し
た
と
こ
ろ
の
碑
蒙
思
想

(
5
)
 

紹
介
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
蕃
書
取
調
所
は
の
ち
に
、

蕃
書
調
所
(
一
八
五
六
平
〈
安
政
三
年
〉
)
|

で
あ
る
1
1
1
が、

↓
洋
書
調
所
(
一
八
六
二
年
〈
文
久
二
年
〉
)
i
v
開
成
所
竺
八
六
三
年
〈
文
久
三
年
〉
)
と
名
称
が
変
更
さ
れ
た
。

」
こ
で
は
一
貫
し
て
洋
学

『
万
国
公
法
釈
義
(
四
巻
〉
』

(
6
)
 

l
!こ
れ
は
外
国
交
渉
や
談
判
の
た
め
の
主
要
な
資
料
と
さ
れ
た
が
翻
一
訳
さ
れ
て
い
る
の
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

の
調
査
研
究
が
当
時
の
要
求
を
充
す
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

一
八
六
五
年
(
慶
応
元
年
)
に
開
成
所
で
、

こ
う
し
て
近
代
法
学
の
継
愛
は
、
明
治
維
新
以
前
に
は
じ
ま
る
と
指
摘
し
う
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
近
代
法
学
に
つ
い
て
の
知
識
が
、

日
本
の
法
制
度
上
の
変
更
と
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
た
ん
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
法
律
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
っ
た
に
止
ま

っ
て
い
た
。
そ
し
て
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
外
国
法
に
つ
い
て
の
知
識
を
通
じ
て
、
近
代
法
学
に
関
す
る
若
干
の
知
識
ー
ー
そ
の
基
礎
と



関
す
る
も
の
を
あ
げ
る
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

い
ま
、
明
治
維
新
以
前
の
外
国
法
律
書
の
翻
訳
・
紹
介
に

な
る
性
法
思
想
に
つ
い
て
も
1
ー
ー
を
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。

明治維新以前の外国法律書の翻訳・紹介
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日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
、
過
程
と
近
代
法
学
の
継
交
っ
一
)

四
;i、

こ
の
う
ち
『
万
国
公
法
』

(
百
周
)
と
『
泰
両
国
法
論
ト

(
津
田
真
一
郎
)
は
、
西
周
、
位
回
真
一
郎
が
幕
府
の
官
学
生
と
し
て
、

A 

六
五
一
年
(
慶
応
元
年
)

一
二
月
二
八
日
江
戸
に
帰
着
す
る
ま
で
の
三
年
間
、
オ
ラ
ン
ダ
の
穏
健
な
自
由
主
義
者
で
あ
っ
た
レ
イ
デ
ン
(
来
了
〉

大
学
教
授
、
ン
モ
ン
・
フ
ィ
セ
リ
ン
グ

(
ω
E
S
己
g
R
E間
U
単
酒
林
〉
か
ら
、
法
律
学
1
1
l
位
法
学
(
宮
山
E
C
5
5
、

万
国
公
法
学
〈
J
1
0
-

F
S
D
円
四
回
同
)
、
国
際
法
学

3
g忠
門
司
四
円

)
1
1の
教
授
を
受
け
る
と
と
も
に
、
経
済
学

(ω
門
戸
田

Hmvzgえ
E
E
O
)、
政
美
学

2
E
E巾
「
)
の
口

(
7〉

述
に
よ
っ
て
、
英
仏
の
近
代
的
諸
科
学
の
教
授
を
、
つ
け
た
が
、
こ
の
と
き
の
講
義
を
訳
述
・
整
理
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
万
国
公

法
ιーョ

(
西
周
)
の
内
容
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

G

す
な
わ
ち
、

『緒一つ一口総括

第
一
巻
公
法
の
総
論
(
第
一
章

て
維
持
す
へ
き
を
諭
す
)

第
二
巻
平
時
泰
西
公
法
の
条
規
(
緒
言
、
第
一
事
人
身
上
諸
権
の
総
論
、
第
二

F

早
万
閏
平
行
の
様
、
第
三
章
内
事
自
主
の
棒
、
第
四
章
扇

町
刀
ヒ聞

の
権
、
第
五
草
交
際
の
権
、
第
六
章
物
件
上
諸
権
の
込
一
問
、
第
七
章
国
界
の
体
制
井
に
制
限
を
論
す
、
治
八
章
河
海
井
に
其
他
諸
水
に
係
は

る
所
有
の
権
、
第
九
寧
万
国
公
法
に
於
て
結
束
の
義
由
て
生
す
る
所
以
を
諭
す
、
第
十
事
万
国
公
法
に
於
て
定
約
盟
約
の
法
式
、
第
十
一
章
万

国
公
法
に
於
て
盟
約
の
種
類
、
第
十
二
章
条
約
相
維
持
す
る
力
の
強
弱
長
短
を
論
す
)

第
三
巻
戦
時
泰
西
公
法
の
条
規
〈
緒
言
、
第
一
尚
早
興
戦
の
縁
、
第
二
章
戦
争
の
間
遵
守
す
へ
さ
条
規
、
第
三
羊
戦
権
の
条
規
人
身
上
に
係
は

る
者
、
第
四
羊
戦
権
の
条
規
物
件
に
係
は
る
省
、
第
五
章
戦
争
の
方
法
衆

f

川
町
を
諭
す
、
第
六
平
戦
争
中
散
と
結
ひ
た
る
芳
約
、
第
七
意
海
戦

特
例
諸
規
、
第
八
章
戦
争
の
結
末
を
諭
す
、
第
九
卒
交
戦
す
る
国
と
局
外
の
国
と
の
権
義
総
論
、
第
十
享
局
外
国
の
通
商
通
船
に
係
は
る
海
上

特
例
諸
規
)

第
四
巻
万
国
特
間
往
来
の
条
規
併
に
法
式
(
緒
吾
一
日
、
第
二
草
川
口
主
身
親
、
り
す
る
交
際
、
第
二
字
国
使
の
椅
総
論
、
第
三
章
遣
外
官
吏
の
体
制

第
四
章
回
伎
の
権
義
、
第
五
章
特
派
の
行
人
官
吏
、
第
六
辛
商
正
、
第
七
車
交
際
礼
款
併
に
贈
答
書
式
、
第
八
章
海
上
礼
款
』
(
明
治
文

化
全
集
第
二
二
巻
一
五
ペ
ー
ジ
〉

万
国
公
法
の
大
旨
、
第
二
平

性
法
に
本
さ
公
法
を
立
る
を
論
す
、
第
三
辛

公
法
の
奉
否
井
に
万
国
法
度
を
以



と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
『
泰
西
国
法
論
』

(
津
田
真
一
郎
)
の
内
容
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
凡
例

緒一マ一口
第
一
巻
田
法
論
の
総
旨
(
第
一
篇
国
法
論
の
釈
義
弁
に
其
界
限
、
第
二
篤

司
法
、
第
六
箔
刑
法
井
に
治
罪
法
)

第
二
巻
国
家
井
に
其
国
の
住
民
双
方
の
権
義
(
第
一
篇
国
法
論
に
立
る
本
国
住
民
の
区
別
、
第
二
篇
国
民
外
国
人
、
第
三
篇
自
主
民
不
自
主

民
、
第
四
篇
国
民
品
種
の
区
別
、
第
五
篇
国
民
品
位
の
区
別
、
第
六
篇
国
家
に
対
し
て
住
民
有
す
る
所
の
通
権
、
第
七
篇
国
民
の
公
権
《
又

名
都
人
士
権
》
、
第
八
篇
国
家
に
対
し
て
住
民
の
務
む
可
き
義
)

第
三
巻
各
程
の
政
体
(
第
一
篇
政
体
総
論
、
第
二
篇
多
頭
政
治
、
第
三
位
指
平
民
政
治
《
一
名
民
主
の
国
》
、
第
四
篇
豪
族
政
治
、
第
五
篇

二
頭
政
治
、
第
六
篇
籍
士
の
制
、
第
七
篇
盟
邦
及
ひ
合
邦
、
第
八
策
国
内
の
区
別
)

第
四
巻
見
今
定
律
閣
法
の
大
百
(
第
一
篇
定
理
国
法
の
釈
義
、
第
二
篇
根
本
律
法
《
即
国
制
又
稀
-
-
朝
一
網
一
)
、
第
三
篇
国
家
及
其
国
の
住
民

被
比
権
義
の
定
規
、
第
四
篇
国
制
即
建
国
の
法
制
、
第
五
篇
定
律
国
内
均
勢
の
制
、
第
六
篇
政
令
理
財
を
良
蓄
な
ら
し
む
保
証
、
第
七
篇
政

府
の
報
告
、
第
八
篇
宰
相
の
任
責
、
第
九
篇
国
家
の
財
政
を
し
て
普
な
、
り
し
む
る
保
証
』
〈
明
治
文
化
全
集
第
一
三
巻
六
五
ペ
ー
ジ
〉

国
の
主
権
、
第
三
篇

制
法
、
第
四
篇

政
令
弁
に
理
財
、
第
五
篇

こ
の
よ
う
に
『
万
国
公
法
』
や
司
泰
西
国
法
論
』
の
な
か
で
は
、
し
ば
し
ば
『
権
利
』
と
か
『

O
O権
』
と
い
う
よ
う
な
文
字
が
使
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
ぱ
あ
い
『
権
』
は
力
守

gmる
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
円
利
』
は
利
益
〈

E
R
8
3
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
を
法
的
に
表
現
し
た
も
の
と
い
い
う
る
。
津
田
真
一
郎
は
『
泰
西
国
法
論
』
の
緒
言
の
な
か
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
ド
ロ
ワ
、
ラ
イ
ト
、
レ
グ
ト
は
本
来
正
直
の
義
に
て
玉
大
庭
方
自
立
自
主
の
理
を
伸
る
意
を
合
む
。
然
れ
共
諸
国
慣
習
の
用
例
其
義
一
な
ら
ず
。

大
路
を
撮
む
に
左
の
如
し
。

其
一
義
の
対
に
し
て
権
と
訳
す
可
し
。
警
ぱ
券
主
は
償
ふ
べ
き
義
あ
り
債
主
は
之
を
責
る
権
あ
る
が
如
し
。
法
学
中
此
意
に
用
る
所
尤
多
し
。
故

に
法
学
又
之
を
権
学
と
訳
す
可
し
。

其
二
分
と
訳
す
可
し
。
人
各
分
あ
り
、
父
死
し
て
子
嗣
ぐ
は
子
の
分
な
り
。
売
買
は
商
の
分
、
耕
種
は
農
の
分
に
し
て
他
人
之
を
争
ふ
可
ら
ざ
る

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
つ
一
)

四
九



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
二
)

五。

が
如
し
。

其
三

E
直
の
本
義
に
し
て
律
法
と
相
対
す
。
蓋
律
法
宜
し
く
正
し
か
る
可
し
、
然
れ
共
時
あ
り
て
狂
れ
る
事
あ
れ
ば
な
り
。

其
四
国
例
と
訳
す
可
し
。
昼
間
ば
羅
馬
国
例
法
朗
西
国
例
と
謂
ふ
が
如
し
。
此
は
羅
馬
国
法
朗
西
国
に
通
行
せ
る
権
と
分
な
り
。

其
五
毎
事
一
定
の
条
例
あ
り
、
此
条
例
を
総
括
し
た
る
者
を
謂
ふ
。
警
ば
家
法
又
後
見
の
権
の
如
し
(
彼
土
に
て
は
同
義
な
れ
共
我
邦
に
て
は
一

は
法
と
翻
し
一
は
権
と
訳
す
へ
し
)

其
六
学
者
理
を
考
え
道
を
講
す
、
其
議
論
世
法
と
す
可
し
。
此
時
は
又
之
を
義
と
訳
す
可
し
。

其
七
直
に
之
を
法
学
と
訳
す
可
し
。

其
八
司
法
院
等
聴
訟
験
治
の
所
を
指
す
。

其
九
理
非
曲
直
を
判
す
る
語
を
指
す
。

其
十
或
は
此
語
を
仮
り
て
非
を
在
て
理
と
為
す
、
至
強
の
権
の
如
し
。

法
論
は
惟
人
間
に
通
行
す
る
耳
。
彼
国
に
品
目
時
禽
獣
亦
其
権
あ
り
と
い
え
る
説
あ
り
。
松
に
大
夫
の
位
を
与
へ
鷺
に
五
位
を
授
る
者
と
同
日
の
論
に
て

大
な
る
謬
な
り
。
・
:
:
法
論
の
本
位
は
人
々
を
し
て
其
自
立
自
主
の
権
を
保
た
し
む
る
に
在
り
。
彼
国
に
品
目
時
一
切
の
人
権
を
奪
ひ
て
生
き
な
が
ら
死

人
に
同
じ
う
す
る
刑
あ
り
た
れ
ど
も
今
は
廃
し
た
り
。
是
法
学
の
一
層
高
き
を
加
へ
し
一
証
な
り
。
:
:
:
』
(
明
治
文
化
全
集
第
ご
ニ
巻
法
律
篇
六

八

l
六
九
ペ
ー
ジ
)

こ
の
津
田
真
一
郎
の
裁
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
権
利
は
ラ
イ
ト
・
ド
ロ
ア
・
レ
グ
ト
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一

般
的
な
用
語
例
は
、
義
務
に
対
す
る
も
の
と
し
て
権
利
が
理
解
さ
れ
、
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
、
法
的
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
の
法
的
概

念
を
と
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
権
利
自
体
は
近
代
法
学
に
も
と
づ
く
法
的
思
考
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

(
9
)
 

な
る
。
だ
か
ら
、
明
治
維
新
直
後
の
日
本
の
現
実
に
あ
っ
て
は
、
人
々
は
近
代
法
学
が
社
会
一
般
の
理
解
に
達
し
て
い
ず
、
従
っ
て
、
権

利
自
体
を
社
会
関
係
の
秩
序
づ
け
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
一
八
七

O
年
(
明
治
三
年
)

藤
新
平
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
日
本
民
法
典
編
纂
に
お
け
る
草
案
審
議
の
過
程
で
、
権
利
と
い
う
表
現
を
め
ぐ
っ
て
、
は
げ
し
い
論
義
を
引

の
時
点
で
、
江
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日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
二
)

五

き
起
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
民
法
典
の
編
纂
を
な
す
に
は
、
近
代
法
学
に
関
す
る
基
礎
的
知
識
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
た
め
外
国
法
律
書
の
翻
訳
・
紹
介

に
よ
っ
て
、
近
代
法
学
の
諸
知
識
を
吸
収
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
当
時
に
あ
っ
て
は
外
国
法
律
書
の
翻
訳
者
も
少
く
、
そ
の
た
め
に
充

分
に
な
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
維
新
以
前
と
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
記
の

表
を
み
れ
ば
解
る
だ
ろ
う
。
こ
の
表
で
解
る
こ
と
は
、

一
入
七
O
年
(
明
治
三
一
年
〉

ま
で
の
外
国
法
律
書
の
翻
訳
・
紹
介
が
、
主
と
し
て

国
際
公
法
・
憲
法
・
刑
法
な
ど
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
政
府
の
な
す
諸
外
国
と
の
外
交
交
渉
ゃ
、
国
家
自
体
の
あ

り
方
ゃ
、
社
会
・
経
済
的
諸
関
係
の
変
動
に
対
処
す
る
た
め
の
秩
序
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
理
解
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
、
当

時
の
具
体
的
事
情
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
外
国
法
律
書
に
よ
る
法
学
知
識
の
吸
収
を
基
礎
と
し
て
、

一
八
七

O
年
(
明
治

三
年
)
九
月
か
ら
、
太
政
官
制
度
局
に
お
い
て
民
法
典
編
纂
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
当
時
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
外
国

法
律
書
を
通
じ
て
、
近
代
法
学
に
た
い
す
る
若
干
の
知
識
が
も
た
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
も
と
と
も
、
社

会
生
活
に
つ
い
て
の
基
礎
法
で
あ
る
民
法
典
に
つ
い
て
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
存
在
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

〈

m)

つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
と
は
栗
木
鋤
雲
の
『
暁
窓
追
録
』
の
な
か
で
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
に
関
す
る
、

『
故
ニ
吏
ト
ナ
リ
テ
上
ニ
在
リ
令
ヲ
奉
ス
ル
者
、
民
ト
ナ
リ
テ
下
ニ
ア
リ
令
ヲ
受
ル
者
、
共
一
一
此
律
一
一
因
リ
テ
断
定
シ
断
定
セ
ラ
レ
吏
一
二
語
不
服

ノ
者
ナ
シ
。
遂
一
一
知
愚
不
肖
ヲ
シ
テ
白
ラ
省
ミ
自
ラ
屈
シ
テ
健
訟
強
訴
ヲ
ナ
サ
サ
ラ
シ
ム
ル
ニ
至
リ
、
字
、
漏
生
、
伊
太
利
、
荷
蘭
、
是
班
牙
等
芳
近
ノ

数
大
国
皆
此
書
ニ
頼
リ
各
其
自
国
ノ
律
書
ヲ
改
定
シ
、
遂
一
一
英
国
ノ
法
学
者
モ
、
律
者
ハ
「
ナ
ポ
レ
ヲ
ン
コ

l
ド
」
ニ
依
リ
定
メ
サ
ル
ヲ
不
服
ト
云
ニ

至
レ
リ
。

余
既
ニ
此
説
ヲ
間
キ
、
又
其
微
ヲ
見
テ
、
極
テ
其
書
ノ
政
治
一
一
要
ナ
ル
ヲ
知
リ
訳
司
ヲ
シ
テ
速
ニ
翻
訳
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
リ
、
然
ル
ニ
其
書
一

種
ノ
語
辞
、
所
謂
官
府
文
字
ノ
類
一
一
テ
岬
ヲ
得
一
ア
間
質
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
徹
底
明
暢
ニ
至
ラ
サ
ル
処
ア
リ
、
の
テ
開
洲
士
(
リ

D
B回
目
「
フ
ロ
リ
ヘ
ラ
ル
ト
」



学
士
、
和
春
ニ
託
シ
、
児
貞
ヲ
扶
ケ
功
ヲ
竣
シ
テ
以
テ
我
関
ニ
益
セ
ン
コ
ト
ヲ
付
シ
タ
リ
、
同
時
佐
賀
藩
ノ
佐
藤
栄
ナ
ル
者
役
地
ニ
在
リ
遜
遁
シ
、
話

次
其
事
ニ
及
フ
、
彼
レ
日
T

ク
此
書
/
蓋
口
ヲ
知
リ
又
其
訳
ノ
難
ヲ
知
リ
、
大
ニ
予
カ
用
心
ヲ
讃
シ
、
成
功
ノ
日
一
部
ヲ
縛
写
シ
テ
其
老
侯
ニ
呈
セ
ン
ヲ
抜

望
セ
リ
』
(
同
上
一
七

0
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。

こ
の
『
暁
窓
追
録
』

(
明
治
二
年
)

は
、
徳
川
幕
府
の
外
国
奉
行
で
あ
っ
た
栗
木
鋤
芸
が
駐
仏
大
使
と
し
て
一
八
六
七

年
(
慶
応
三
年
)
よ
り
一

λ
六
八
年
三
月
(
明
治
元
年
)
ま
で
、

パ
リ

l
滞
在
中
に
見
聞
し
た
事
実
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
な
か
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
存
在
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
は
、
江
藤
新
平
が
日
本
民
法
典
の
編
纂
を
な
す
た
め
に
、
そ
れ
を
素
材
と
な

し
た
事
由
を
見
出
す
こ
と
が
で
さ
る
で
あ
ろ
う
。
太
政
官
制
度
局
に
お
け
る
民
法
典
編
纂
は
、
ほ
ぽ
一
人
七
一
年
(
明
治
四
年
)

四
月
頃

判
所
ノ
記
録
』
に
よ
る
と
、

ま
で
つ
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
『
民
法
編
纂
会
議
』
を
主
宰
し
た
の
が
、
江
藤
新
平
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(
日
)

つ
ぎ
の
よ
う
な
記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
東
京
上
等
裁

円
明
治
三
年
庚
午
九
月
十
八
日
太
政
官
制
度
局
ニ
於
テ
民
法
会
議
ヲ
開
ク
。
中
弁
江
藤
新
平
、
主
任
ト
ナ
リ
、
大
学
大
博
士
奨
作
燐
祥
、
仏
国
民
法

翻
訳
講
義
ヲ
為
シ
、
権
大
史
宝
田
精
、
会
務

Z
享
ル
。
三
八
ノ
臼
ヲ
以
一
ア
会
日
ト
為
シ
、
翻
-
訳
欽
葉
成
ル
毎
ニ
査
一
日
記
ヲ
シ
テ
数
部
ヲ
騰
手
セ
シ
メ
、
会

員
二
分
ツ
。
会
員
左
ノ
如
シ
。

神

祇

官

少

佑

福

羽

静

集

議

院

判

官

神

田

平

刑

部

省

大

丞

水

本

美

大

学

大

丞

加

藤

之

兵

学

大

教

授

赤

松

良

民

部

省

地

理

司

杉

浦

譲

大

蔵

省

小

丞

渋

沢

栄

一

右
ノ
外
、
納
品
一
一
日
、
参
議
臨
席
シ
、
局
中
大
史
楠
田
英
世
、
元
回
直
、
権
大
史
長
谷
川
深
美
、
長
爽
少
史
金
井
之
恭
、
捲
川
式
胤
等
列
席
ス
。
此
時
ニ

則弘成 孝美

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
二
)

五



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
つ
一
)

五
四

当
リ
中
辞
ノ
意
、
一
章
一
款
議
定
ス
ル
毎
ニ
直
ニ
之
ヲ
実
施
セ
ン
ト
欲
セ
リ
。
市
シ
テ
開
巻
第
一
民
権
ノ
字
義
ニ
於
テ
ハ
、
五
口
国
関
関
以
来
夢
想
シ
得

サ
ル
一
昨
ノ
事
ニ
シ
テ
父
子
夫
婦
ノ
権
義
ニ
至
ル
マ
デ
、
一
ト
シ
テ
希
怪
ノ
事
タ
ラ
サ
ル
ハ
無
ク
、
且
訳
字
ノ
雅
馴
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
答
メ
議
論
盆
涌
徒
ニ
片

弓
一
口
隻
字
テ
論
ス
ル
カ
為
メ
ニ
数
月
ノ
会
議
ヲ
費
シ
、
一
モ
議
定
ス
ル
ニ
至
ル
コ
ト
ナ
シ
。
翌
明
治
四
年
七
月
太
政
y

官
改
制
ニ
付
廃
会
ト
ナ
レ
リ
』
(
同

上
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
)

と
な
し
て
い
る
。
こ
れ
に
上
る
と
太
政
官
制
度
局
の
『
民
法
編
纂
会
議
』
の
構
成
員
は
、
た
ん
に
太
政
官
制
度
局
の
大
史
・
小
史
の
み
で

な
く
、
神
祇
官
、
集
議
院
、
刑
部
省
、
大
学
、
民
部
省
、
大
蔵
省
所
属
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て

『
民
法
編
纂
会
議
』
で
は
、
箕
作
麟
梓
の
翻
訳
し
た
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
諸
条
規
に
も
と

n

つ
い
て
民
法
草
案
が
作
成
さ
れ
、
ぞ
れ
が
審
議
さ

れ
た
こ
と
が
解
る
。

で
は
な
に
故
に
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
よ
る
日
本
民
法
典
の
編
纂
が
企
画
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と

な
る
@
そ
れ
は
た
ん
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
が
統
一
的
な
民
法
典
と
し
て
存
在
し
て
い
た
唯
一
の
も
の
だ
と
い
う
法
史
的
事
実
か
ら
だ
け
で
は

説
明
し
え
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
ろ
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
直
ち
に
、
日
木
民
法
問
が
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
も
と
づ
い

て
制
定
さ
れ
る
と
す
る
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
に
江
藤
新
平

が
な
に
故
に
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
よ
る
日
本
民
法
典
の
編
纂
を
な
し
た
か
に
接
近
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
江
藤
新
平
の
企
図

は
、
つ
ぎ
の
事
由
に
も
と
づ
く
と
指
摘
で
き
る
。
す
な
か
ち
、
第
一
に
江
藤
新
平
が
日
木
民
法
典
の
制
定
そ
の
も
の
を
、
近
代
法
制
度
確

立
の
一
貫
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
江
藤
新
平
が
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
成
立
し
た
明
治
政
府
の
中
央
集
権
制
に
よ
る
確
立

を
必
要
と
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
な
し
う
る
。
と
の
こ
と
か
ら
江
藤
新
平
は
日
本
民
法
典
に
よ
っ
て
、
全
国
的
な
画
一
的
・

統
一
的
な
規
制
を
な
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
近
代
法
に
も
と
づ
く
法
形
式
を
利
用
し
て
、
政
治
権
力
そ
の
も
の

を
強
固
な
ら
し
め
る
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
の
作
出
こ
そ
、
急
務
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
で
に
み
た
江
藤
新
平
の
一
八
七
三



年
ハ
明
治
六
年
)

一
月
に
提
出
し
た
辞
表
i
l
l司
法
省
予
算
問
題
で
大
蔵
省
と
の
聞
に
確
執
が
生
じ
た
た
め
提
出
し
た

l
l
の
な
か
の
記

(ロ〉

述
に
よ
っ
て
も
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
江
藤
新
平
が
述
べ
て
い
る
『
国
民
の
位
置
を
正
す
』
と
す
る
法
的
H

道
徳
的
な
国
民

形
式
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
資
本
主
義
的
経
済
の
強
行
的
晴
育
に
よ
っ
て
、
中
央
集
制
に
も
と
づ
く
、
絶
対
主
義
的
専
制
を
実
現
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
江
藤
新
平
に
よ
る
近
代
法
制
度
の
確
立
と
し
て
の
民
法
典
編
纂
は
、
そ
の

た
め
の
法
的
手
段
と
し
て
役
立
た
し
め
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
明
治
政
府
の
要
求
と
も
合
致
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
江
藤
新
平
の
主
観
的
企
図
が
、
民
法
典
編
纂
の
上
で
社
会
的
に
許
容
さ
れ
る
具
体
的
条
件
を
、
政
治
権
力
の
側
に
お
い
て

も
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
維
新
以
後
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
自
然
法
(
性
法
)
思
想
が
、
政

治
権
力
に
と
っ
て
も
利
益
で
あ
る
と
認
識
し
、
か
つ
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
継
受
に
求
め
た
こ
と
を
、
不
自
然
と
は
考
え
な
い
思
想
的
基
盤
が

(

お

)

形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
江
藤
新
平
が
円
民
法
一
編
纂
会
議
』
に
お
い
て
民
法
編
纂
を
な
し
た
一
八
七

O
年
(
明
治
一
二
年
)
に

つ
い
て
的
野
半
介
の
『
江
藤
南
白
』

『
民
法
編
纂
会
議
』
の
構
成
員
か
ら
解
る
よ
う
に
、
外
国
人
法
学
者
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に

つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
み
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

(
下
巻
)
に
、

あ
っ
て
は
、

『
仏
人
デ
ブ
ス
ケ
あ
り
、
ま
た
ヂ
プ
ス
ケ
の
推
薦
に
由
り
、
仏
国
法
律
学
士
モ
シ
ュ
!
ル
・
ブ
ス
ケ
を
樗
せ
り
。
其
後
南
白
は
中
弁
務
使
(
全
権
公

使
)
森
有
払
の
推
薦
に
由
り
、
当
時
洋
行
中
の
名
村
泰
蔵
を
し
て
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
を
蒋
せ
し
め
た
が
、
彼
の
来
朝
し
た
る
は
実
に
明
治
六
年
九
月
の
交

に
し
て
、
南
白
が
右
司
法
卿
よ
り
参
議
に
転
任
し
た
り
し
町
に
在
り
』
〈
向
上
一

O
五
ペ
ー
ジ
)

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
民
法
典
編
纂
に
あ
た
っ
て
、
わ
ず
か
に
ヂ
・
ブ
ス
ケ
の
協
力
を
求
め
え
た
に
過
、
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
解

る
。
し
か
も
、
デ
・
ブ
ス
ケ
だ
け
の
協
力
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
ヂ
・
ブ
ス
ケ
自
身
も
そ
シ
ナ
l
ル
・
ブ
ス
ケ
を
推
薦
し
て
い
る
。
こ
の

た
め
政
府
も
認
め
モ
シ
ュ

l
ル
・
ブ
ス
ケ
を
紹
回
附
し
た
。

太
政
官
制
度
局
の

『
民
法
編
纂
会
議
』
に
お
い
て
は
、

一
八
七
一
年
(
明
治
四

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
合
一
)

五
五



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
つ
一
)

主
六

年
)
七
月
頃
に
、

人
事
編
中
私
権
の
享
有
と
身
分
証
書
に
関
す
る
条
項
計
七
九
条
を
確
定
し
た
。
こ
れ
が
『
民
法
決
議
』
と
い
わ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

『
民
法
決
議
』
の
内
容
を
示
す
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

『
民
法

人
事
(
第
七
条
l
三
三
条
)

第
一
章
民
権
ヲ
受
ル
事

第
二
章
民
権
ヲ
奪
フ
事

第
二
編
(
第
三
四
条
i
一
O
一
条
)

第
一
章
身
上
証
書

第
二
章
出
産
ノ
事

第
三
章
婚
姻
ノ
書

第
四
章
死
去
ノ
書

第
五
章
氏
名
更
改
ノ
書
』

(
明
治
文
化
全
集
一
一
二
巻
(
法
律
編
)
五

O
八
ペ
ー
ジ
)

と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
『
民
法
決
議
』
が
第
七
条
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
例
に
な
ら
い
、
第
一
条
か
ら
第
七
条

ま
で
を
前
加
条
目
に
あ
て
る
た
め
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
、
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る
最
初
の
民
法
草
案
で
あ
る
と
い
え
知
)
し
か
し
『
民

法
決
議
』
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
翻
訳
な
い
し
翻
案
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
日
本
の
事
情
に
も
と
づ
い
て
、
若
干
の
補
訂

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

こ
の
『
民
法
編
纂
会
議
』
に
お
い
て
は
、
近
代
法
学
に
つ
い
て
の
充
分
な
素
養
が
な
か
っ
た
た
め
、
こ
と
に
権
利
と
い
う
法
的
表
現
を

め
ぐ
っ
て
論
義
が
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
的
野
半
介
『
江
藤
南
白
』

(刀〉

述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

(
下
巻
)
に
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
記



『
制
度
局
に
於
て
初
め
て
昨
hr
輸
業
部
品
を
開
く
や
、
南
白
は
其
会
長
た
り
き
。

L
f
比小包一九
r
、
島
b
b掛
朴
ぃ
、
一
」
来
事
λ

い
ゆ
一
「
一
掛
か
和
一
軒
応
か
砂
山

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

直
に
之
を
会
議
に
附
せ
り
、
適
ま
箕
作
は
「
ド
ロ

l
・
シ
ピ
ル
」
と
い
う
語
を
民
権
と
訳
せ
し
に
、
会
議
中
「
氏
に
権
利
あ
り
と
は
如
何
な
る
義
ぞ
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
云
う
も
の
あ
り
。
箕
作
口
を
極
め
て
之
宏
弁
解
せ
し
が
、
議
論
沸
騰
容
易
に
決
せ
ざ
り
き
。
南
白
乃
ち
之
を
弁
明
し
て
臼
く
「
、
前
さ
ず
殺
さ
ず
、
姑

く
之
を
置
け
、
他
日
必
ず
之
を
活
用
す
る
時
あ
ら
ん
」
と
。
此
一
一
言
に
由
り
辛
う
じ
て
会
議
を
通
す
る
こ
と
を
得
た
り
と
云
う
。

箕
作
麟
祥
の
実
話
中
に
一
玄
へ
る
あ
り
、
明
治
三
年
に
は
、
太
政
官
の
制
度
局
と
云
ふ
所
に
、
其
時
江
藤
新
平
と
い
う
人
が
中
弁
を
や
っ
て
居
り
ま
し

た
が
、
民
法
を
二
枚
か
三
枚
訳
す
と
、
す
ぐ
、
そ
れ
を
会
議
に
か
け
る
と
い
う
有
様
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
変
だ
が
、
先
づ
日
本
で
民
法
編
纂
会
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

始
ま
り
ま
し
た
元
祖
で
ご
さ
い
ま
す
。
其
時
分
「
ド
ロ

l
・
シ
ピ
ル
」
と
云
ふ
字
を
私
が
民
権
と
訳
し
ま
し
た
所
が
、
「
民
に
権
が
あ
る
と
云
ふ
の
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

何
の
事
だ
」
と
一
疋
う
や
う
な
議
論
が
あ
り
ま
し
て
、
私
が
一
生
懸
命
に
弁
護
し
ま
し
た
が
、
中
々
激
し
い
議
論
が
あ
り
ま
し
た
。
幸
に
会
長
江
藤
氏
が

弁
明
し
て
く
れ
て
、
や
っ
と
済
ん
だ
位
で
あ
り
ま
し
た
。

当
時
民
権
て
ふ
二
字
を
救
ひ
た
る
は
南
自
の
功
に
し
て
、
他
日
民
権
の
二
字
が
与
論
の
声
と
為
り
藩
閥
打
破
の
警
鏡
と
為
り
し
も
の
抑
も
亦
興
味
あ

る
逸
話
な
ら
ず
や
』
(
向
上
一

O
六
!
一

O
七
ペ
ー
ジ
)

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
解
る
よ
う
に
、
こ
の
論
議
は
江
藤
新
平
の
弁
明
に
よ
っ
て
お
さ
ま
り
、
か
ろ
う
じ
て
会
議
を
通
過
し
た
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
、
こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
大
槻
文
彦
の
『
箕
作
麟
祥
伝
』
の
な
か
に
も
、
同
様
の
記
述
が
み
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
其
時
分
「
シ
ロ
ワ
シ
ビ
ル
」
と
い
う
字
を
、
私
が
民
権
と
訳
し
ま
し
た
所
、
民
に
椋
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
何
の
事
だ
、
と
い
う
よ
う
な
論
議
が

あ
り
ま
し
た
。
幸
に
会
長
江
藤
氏
が
弁
明
し
て
く
れ
、
や
っ
と
済
ん
だ
牧
で
あ
り
ま
し
た
。
』
(
明
治
二
九
年
九
月
一
五
日
明
治
法
律
学
校
の
授
業
初

の
式
に
お
け
る
演
説
)

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
い
づ
れ
も
一
八
七

O
年
(
明
治
三
年
〉

と
い
う
時
期
に
あ
っ
て
も
、
な
お
近
代
法
学
に
も
と
づ
く

思
考
様
式
が
、
民
法
典
編
纂
者
に
と
っ
て
も
、
な
じ
み
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
近
代
法
学
そ
の
も
の

は
、
日
本
の
現
実
に
お
い
て
み
れ
ば
、
人
々
に
定
着
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
指
摘
し
う
る
こ
と
に

な
る
。

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
合
一
)

五
七



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
合
一
)

五
八

(
1
〉
熊
谷
開
作
婚
姻
法
制
史
序
説
酒
井
書
庖
一
九
七

O
年
一
二
月
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

(

2

)

末
川
博
占
有
と
所
有
法
律
文
化
社
一
九
六
二
年
一
二
月
一
七
五
ペ
ー
ジ
。

(
3
〉
川
島
武
室
近
代
社
会
と
法
岩
波
書
広
一
九
五
九
年
一
月
二
四
七
ペ
ー
ジ
。

(

4

)

河
合
栄
次
郎
明
治
思
想
史
の
断
片
日
本
評
論
社
一
九
四
一
年
四
月
四

o
i四
一
ペ
ー
ジ
。

(

5

)

永
田
広
志
日
本
哲
学
思
想
史
照
森
社
、
一
九
四
八
年
四
月
三

O
六

t三
O
七
ペ
ー
ジ
。

(
6
〉
中
田
薫
法
制
史
論
集
第
三
巻
(
下
)
岩
波
書
庖
一
九
四
三
年
六
月
一
二
ハ
二

1
一
一
六
一
二
ペ
ー
ジ
。

(

7

)

宮
川
澄
旧
民
法
と
明
治
民
法
青
木
書
庄
一
九
六
五
年
一
一
月
四
六

1
四
七
ペ
ー
ジ
。

〈
8
)

明
治
文
化
研
究
会
明
治
文
化
全
集
第
一
三
巻
(
法
律
篇
)
日
本
評
論
新
社
一
九
五
七
年
三
月
一
五
ペ
ー
ジ
以
下
。

(
9
)
Z・
出

D
N
H
M
g
r
F
2
2
5印
ロ
ロ
円

Z
H
3
8叩
田
巾
門
戸

4
口

g門

U
w
Z
ロ-
H
u

・
日
尾
佐
竹
猛
権
利
と
い
う
熟
語
法
律
時
報
二
巻
一
号

ぺ
i
ジ
。
中
田
薫
法
制
史
論
集
第
三
巻
(
下
)
岩
波
書
庄
一
九
四
三
年
六
月
一
一
六

0
ペ
ー
ジ
。

(
叩
)
明
治
文
化
研
究
会
明
治
文
化
全
集
第
七
巻
(
外
国
文
化
篇
)
日
本
評
論
社
一
九
二
八
年
二
月
、
施
奄
の
十
種
巻
二
暁
窓
追
録
(
一
八

六
九
年
)
。

(
孔
〉
小
早
川
欣
吾
旧
民
法
編
纂
過
程
と
旧
民
法
に
関
す
る
論
争
に
就
い
て
続
明
治
法
制
叢
考
一
九
四
四
年
三
月
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
。

(
ロ
)
こ
の
辞
表
に
つ
い
て
は
前
項
『
二
近
代
的
所
有
権
規
定
と
資
本
主
義
生
産
』
(
立
教
経
済
学
研
究
二
五
巻
一
二
号
)
の
な
か
で
、
こ
れ
を
引
用

し
て
説
明
し
て
い
る
(
向
上
四
一
ペ
ー
ジ
)
の
で
参
照
し
て
下
さ
い
。

(
日
)
遠
山
茂
樹
民
法
典
論
争
の
政
治
的
考
察
法
学
志
林
四
九
巻
一
号
豆
五
ペ
ー
ジ
。
明
治
史
料
研
究
連
絡
会
編
民
権
論
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
へ
御
茶
の
水
量
豆
房
一
九
五
七
年
一
月
二
五
一
ペ
ー
ジ
。

(
H
)

的
野
半
介
江
藤
南
白
下
巻
(
復
刻
版
)
原
書
庖
一
九
六
八
年
一
一
月

(
日
)
石
井
良
助
民
法
決
議
解
題
明
治
文
化
全
集
第
一
三
巻
(
法
律
篇
)
四

0
ペ
ー
ジ
。
石
井
良
助
民
法
典
の
編
纂
民
法
決
議
よ
り
民
法
仮

法
則
迄
国
家
学
会
雑
誌
五
八
巻
二
号
一
九
四
四
年
。

(m)
石
井
良
助
民
法
草
案
人
事
編
理
白
書
解
題
。
明
治
文
化
資
料
編
纂
会
編
明
治
文
化
資
料
叢
書
第
三
巻
(
法
律
篇
上
)
風
間
書
庄
一
九
五

九
年
四
月
三
ペ
ー
ジ
。
石
井
良
助
民
法
決
議
解
題
明
治
文
化
全
集
第
二
二
巻
(
法
律
篇
)
洋
々
社
一
九
五
四
年
八
月
四

0
ペ
ー
ジ
。

(
刀
)
的
野
半
介
江
藤
南
白
〈
下
巻
)
〈
復
刻
版
〉
原
書
庖
一
九
六
八
年
一
一
月
一

O
六
ペ
ー
ジ
以
下
。



四

民
法
典
編
纂
と
自
然
法
思
想
の
展
開

前
項
に
お
い
て
近
代
法
学
の
理
解
が
、
民
法
典
編
纂
と
結
び
つ
い
て
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
。
し
か
も
な
お
近
代
法
学
自
体
は
、
日
本
の

現
実
に
お
い
て
人
々
に
定
着
し
う
る
一
般
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
こ
と
は
当
然
に
、

近
代
法
学
の
基
礎
を
な
す
自
然
法
(
性
法
)
思
想
に
も
と
づ
く
思
考
様
式
そ
の
も
の
が
、

人
々
に
容
易
に
な
じ
み
え
な
か
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
江
藤
新
平
に
よ
る
民
法
典
編
纂
事
業
の
進
展
は
、
必
然
的
に
近
代
法
学
の
基
礎
的
な
思
考
様
式
に
接
近
せ
ざ

る
を
え
な
い
も
の
と
す
る
。
で
は
、
明
治
政
府
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
必
要
を
充
す
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
考
察
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
と
に
近
代
法
学
を
貫
ぬ
い
て
い
る
法
思
想
|
l
白
然
法
往
き
思
想
ー
ー
に
つ
い
て
の
理
解
は
、

民
法
典

編
纂
に
と
っ
て
不
可
欠
の
前
梶
条
件
と
な
る
。
こ
の
た
め
近
代
法
学
(
西
欧
法
学
)

に
つ
い
て
の
紹
介
と
と
も
に
、
直
接
に
自
然
法
〈
性

法
)
思
想
に
つ
い
て
の
紹
介
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

」
れ
は
神
田
孝
平
が
一
八
七
一
年
(
明
治
四
年
)

に
『
性
法
略
』

を
刊
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
解
る
だ
ろ
う
。

」
の
神
田
孝
平
の
明
性
法
略
』
(
明
治
文
化
全
集
第
二
ニ
巻

日
本
評
論
新
社

一
九
五
七
年
二

月
)
は
、

西
周
・
津
田
真
一
郎
が
プ
ィ
セ
リ
ン
グ
の
講
義
を
筆
記
し
た
も
の
を
、
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
緒
一
言
に
は
、

つ
ぎ
の
よ

う
な
記
述
が
み
え
て
い
る
。
す
な
か
ち
、

『
此
書
ハ
去
ル
文
久
美
亥
煎
社
友
津
田
西
ノ
両
氏
和
蘭
ニ
留
学
セ
シ
噴
、
彼
国
来
了
府
ノ
大
学
校
ニ
於
テ
政
科
犬
博
士
畢
酒
林
氏
ノ
口
授
ヲ
受
ケ
筆

記
セ
シ
所
ナ
リ
:
:
:
西
氏
亦
此
来
日
ヲ
訳
シ
性
法
口
訳
ト
題
セ
シ
カ
未
夕
刊
行
一
一
至
一
フ
ス
シ
テ
時
変
ニ
遭
ヒ
其
ノ
草
稿
ヲ
亡
ナ
ヒ
タ
リ
。
其
後
両
氏
倶
ニ

塵
事
ニ
奔
走
シ
再
ヒ
筆
ヲ
乗
ル
ノ
暇
ナ
カ
リ
シ
カ
ハ
、
余
其
寛
一
一
世
ニ
伝
ハ
ル
寸
ナ
カ
ラ
ン
ヲ
恐
レ
拙
晒
ヲ
顧
ミ
ス
シ
テ
之
ヲ
訳
ス
:
・
:
・
各
種
ノ
律
法

皆
性
法
ニ
淵
源
ス
ト
難
、
其
問
所
謂
旧
習
成
例
共
議
立
約
ノ
類
相
錯
ハ
リ
テ
悉
ク
性
法
一
一
合
ス
ル
ニ
至
ラ
ス
、
文
教
末
届
ノ
故
ニ
非
サ
ル
ヲ
得
ン
ャ
。

西
由
人
ヲ
案
ス
ル
ニ
、
昔
時
西
国
律
法
殆
ト
性
法
ニ
ム
ロ
セ
サ
リ
シ
ヵ
、
文
教
漸
ク
進
ム
ニ
治
ン
テ
性
法
亦
漸
ク
行
ハ
レ
、
今
ハ
始
ト
十
ノ
八
九
ニ
及
へ

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
二
)

五
九



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
交
(
二
〉

ノ¥。

リ
。
識
者
一
去
、
方
今
未
タ
悉
ク
合
セ
ス
ト
難
終
ニ
組
合
セ
サ
ル
ノ
理
ナ
シ
、
既
往
ヲ
推
シ
テ
将
来
ヲ
測
ル
ニ
吻
合
ノ
期
蓋
シ
遠
カ
ラ
ス
ト
。
之
ヲ
要
ス

ル
二
位
法
ハ
法
学
ノ
標
的
ナ
リ
、
学
者
照
準
ヲ
謬
ラ
ス
ン
ハ
可
ナ
リ
』
ハ
向
上
緒
一
百
四
ペ
ー
ジ
)

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
性
法
』
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
フ

i
ゴ
l
・
グ
ロ
チ
ュ

l
ス

(EHち
の
円
三
豆
町
一
目
白

ω
t
g品目)
に
よ
っ
て
確
立

さ
れ
た
自
然
法
思
想
の
こ
と
で
あ
る
。
グ
ロ
チ
ュ

l
ス
は
自
然
法
の
基
礎
を
人
類
の
天
牲
に
お
き
、
そ
こ
か
ら
人
類
の
本
性
に
と
っ
て
特

徴
と
な
る
人
類
の
社
交
性
(
〉
署
包
吉
田

ωc己
主
主
目
的
)

に
よ
っ
て
、
人
類
自
然
の
状
態
で
あ
る
統
制
あ
る
国
家
状
態
に
、
こ
れ
を
移
行
さ

ぜ
る
。
こ
の
国
家
状
態
も
人
類
の
合
意
に
も
と
づ
く
相
互
理
解
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
理
解
に
も
と
づ
く
契
約
の
遵

守
を
命
じ
る
の
が
自
然
法

(
Z巳
ロ
叶
白
門
司
門
主
)
で
あ
る
と
し
た
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
自
然
法
思
想
は
、
こ
れ
ま
で
の
封
建
的
諸
権
力
|
|
封
建
的
国
家
ー
ー
か
ら
の
自
由
・
国
家
権
力
へ
の
関
与

の
自
由
の
主
張
で
あ
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
要
求
で
あ
っ
た
。
グ
ロ
チ
ウ
ス
の
自
然
法
思
想
は
、

そ
の
後
ホ
ッ
プ
ス
(
、
H
E
5
8
出

0
5
2

回目

ω∞
l
H∞
苫
)
、
プ

i
へ
ン
ド
ル
フ

(ω
田
H
H
E
Z
吋
え
g
a
D片
岡

山

広

ω
N
I
H
S
C、
ト
マ
ジ
ュ
ス

(
2己的片山田旬、
H
V
C
呂田回目
g
h
H町
田
町
、
，
ム
同
∞
〉
の
自
然

法
理
論
と
し
て
展
開
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
ル
ソ

I
C
E
P
U
S
S
M
N
E
E
E戸
日
目
立

V
ム
ゴ
巴

に
よ
っ
て
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
の
み

が
生
命
す
る
と
す
る
『
民
約
論
』
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(
1〉

解
す
る
の
が
、
性
法
(
自
然
法
)
で
あ
っ
た
二
自
然
法
思
想
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
を
要
約
す
る
と
、
っ
、
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
社
会

人
民
の
総
意

2
c
E忌
の
雪
合
即
日
日
)

」
の
『
民
約
論
』
に
も
と
づ
い
て
法
を
理

は
独
立
・
自
由
・
平
等
な
諸
権
利
の
担
い
手
で
あ
る
個
々
人
の
自
由
意
思
に
も
と
づ
い
て
構
築
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
こ
れ
は
経
済
的
内

容
l
i
iブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
市
場
に
た
い
す
る
諸
要
求
ー
ー
は
根
ざ
し
、
そ
れ
を
法
的
に
表
現
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
、
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ

i
は
か
か
る
観
念
的
な
構
成
に
よ
ヲ
て
、
自
己
の
実
在
的
な
居
住
を
消
却
し
、
抽
象
的
な
法
律
人
と
し
て
渋
的
に
表
現
で
き
、

経
済
的
自
由
主
義
を
達
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
経
済
的
諸
要
求
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
社
会
(
資
本
主



義
社
会
)
を
発
展
さ
せ
、
か
か
る
自
己
の
歴
史
的
使
命
を
達
成
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
根
拠
づ
け
て
い
た

Q

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
近
代

法
に
た
い
し
て
、

っ
、
ぎ
の
こ
と
を
要
求
し
た
。
第
一
に
、
近
代
法
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
生
産
活
動
を
な
す
自
由
を
保
障
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
生
産
活
動
の
自
由
の
要
求
は
、
国
家
権
力
か
ら
の
自
由
の
要
求
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
こ
れ
ま
で
の
封

建
的
諸
制
度
を
構
成
し
て
い
た
身
分
や
諸
特
桂
か
ら
生
ず
る
社
会
的
・
個
人
的
な
位
階
制
富
山
R
R
n
E
)
や、

開
業
組
合
制
度
に
よ
る
束

縛
と
い
う
歴
史
的
経
験
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
ら
一
切
か
ら
の
解
放
を
要
求
し
た
。
第
二
に
、
近
代
法
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
営
業
活
動

の
自
由
を
保
障
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

」
の
営
業
活
動
の
自
由
の
要
求
は
、

国
家
権
力
か
ら
の
自
由
の
要
求
で
あ
っ

た
Q

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
こ
れ
ま
で
国
内
に
は
り
め
ぐ
ち
さ
れ
て
い
た
封
建
的
関
税
や
通
行
税
の
網
の
目
が
、
商
品
流
通
の
障
害
と
な
っ

て
い
た
諸
事
実
に
も
と
づ
く
、
歴
史
的
経
験
に
も
と
ぞ
つ
い
て
、
こ
れ
ら
一
切
の
撤
廃
を
要
求
し
た
。
第
三
に
、
近
代
法
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ

ー
の
取
引
活
動
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
の
で
さ
る
自
由
を
、
保
障
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
自
由
の
要
求
は
、
国

家
権
力
か
、
り
の
自
由
の
要
求
で
あ
っ
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
ほ
市
場
で
結
ぼ
れ
る
契
約
だ
け
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
ブ
ル
ジ

ヨ
ア
ジ

i
は
土
地
へ
の
束
縛
や
同
業
組
合
に
よ
る
禁
令
に
た
い
す
る
歴
史
的
経
験
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
ら
一
切
の
撤
廃
を
要
求
し
た
。

近
代
法
は
、
こ
れ
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
諸
要
求
を
表
現
し
、
充
足
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ば
あ
い
自
然
法
思
想
が
、
近
代
法
の

理
論
的
根
拠
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
自
然
法
思
想
は
一
入
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
一

ハ
2
U

般
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
近
代
法
の
思
想
的
支
柱
と
し
て
、
自
然
法
思
想
が
一
般
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
近
代
法
思
想
は
、
明
治
初
年
に
西
周
・
津
田
真
一
郎
(
真
道
)
な
ど
の
翻
訳
書
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
は
し
た
が
、
当

時
の
社
会
・
経
済
的
条
件
に
も
と
づ
い
て
、
人
々
に
定
着
す
る
一
般
的
条
件
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
明
治
政
府
の
側
に
お
い

て
は
、
こ
の
近
代
的
法
思
想
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
権
利
に
関
す
る
近
代
法
に
よ
る
法
形
式
を
利
用
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
た
。
従
っ
て
、
ヨ
ー

百
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
〈
二
)

ームa

/， 



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
三
一
)

ノ、

ロ
ッ
パ
わ
先
進
資
本
主
義
諸
国
の
強
大
の
源
泉
を
、
自
然
法
思
想
の
う
ち
に
見
出
し
た

Q

こ
れ
ら
西
欧
法
学
め
紹
介
者
は
、
明
治
政
府
の

政
治
的
企
図
に
奉
仕
す
る
結
果
を
も
ヲ
て
終
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
お
雇
い
外
国
人
法
学
者
で
あ
っ
た
ポ
ア
ソ
ナ

i
ド
が
、
明
治

政
府
の
要
詰
に
も
と
づ
い
て
、
当
時
の
法
曹
教
育
機
関
で
あ
っ
た
『
司
法
省
法
学
校
』
で
、
近
代
法
の
基
礎
理
論
を
な
し
て
い
る
自
然
法

に
つ
い
て
講
義
し
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
明
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
白
然
法
思
想
は
、
こ
れ
ま
で
円
性
法
』
思
想
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
ボ
ア
ソ
ナ

l
ド
の
町
駅
栴
性
法
詰
義
』
で
は
、
性
法
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ろ
。
す
な
か
ち
、

『
故
一
一
余
ハ
日
本
ノ
制
法
ナ
キ
ニ
於
テ
ハ
今
年
ヨ
リ
諸
君
ニ
教
フ
ル
ニ
世
界
ヲ
学
テ
遵
奉
セ
サ
ル
ナ
キ
法
律
ノ
大
.
要
基
本
ヲ
以
一
ア
セ
ン
ト
ス
。
法
朗

西
語
一
一
於
テ
「
ド
ロ
ワ

l
・
ナ
チ
ュ
レ
i
ル
L

卜
云
ヒ
、
日
木
語
ニ
於
テ
白
然
法
ト
一
X

フ
者
間
川
是
レ
ナ
リ
円
余
之
ヲ
性
法
ト
訳
ス
。
性
ハ
則
チ
天
命
白
然

ノ
謂
ナ
リ
〕
。
自
然
法
ト
ハ
向
然
ノ
形
状
ニ
テ
生
活
ス
ル
人
/
法
則
チ
禽
獣
ノ
如
ク
独
リ
其
親
族
ト
ノ
ミ
生
活
ス
ル
人
ノ
法
ト
一
五
フ
義
ニ
非
ラ
ス
門
性
法

ノ
訳
字
一
一
従
フ
ト
キ
ハ
如
此
キ
疑
ア
ル
寸
ナ
シ
〕
。
此
形
状
ハ
決
シ
テ
人
ノ
自
然
ノ
形
状
ト
公
フ
ヲ
得
ス
。
蒸
シ
人
ハ
其
同
類
ト
共
一
一
生
活
ス
ヘ
キ
者

ナ
ル
カ
故
ニ
必
ス
社
会
ヲ
結
ヒ
衆
人
相
集
リ
テ
互
ニ
交
通
セ
リ
。
故
ニ
数
親
族
相
会
シ
テ
部
蕗
ヲ
為
シ
数
部
落
又
相
集
リ
テ
一
国
ヲ
為
セ
リ
。
市
シ
テ

其
国
民
ハ
白
ラ
山
獄
/
険
岨
ヲ
越
へ
河
海
ノ
狂
浪
ヲ
渉
リ
テ
其
物
産
ヲ
貿
易
シ
且
ツ
其
他
技
芸
学
術
ノ
発
明
ヨ
リ
法
律
ニ
至
ル
迄
モ
互
一
一
之
ヲ
交
換
シ

テ
双
方
ノ
利
益
ヲ
謀
レ
リ
。
国
疋
即
チ
人
ノ
自
然
ノ
形
状
ナ
リ
。
:
:
:
故
ニ
余
ハ
諸
君
ニ
告
ル
ニ
社
会
一
一
生
活
ス
ル
人
ノ
自
然
法
ヲ
以
テ
ス
ヘ
シ
。
蓋
シ

法
律
即
チ
遵
守
ス
ヘ
キ
行
状
ノ
規
則
ノ
必
要
ナ
ル
ゴ
プ
知
ル
者
ハ
独
リ
社
会
ニ
生
活
ス
ル
人
ノ
ミ
ナ
リ
。
何
ト
ナ
レ
ハ
社
会
ニ
生
活
ス
ル
人
ハ
其

同
類
モ
亦
之
レ
ニ
対
シ
テ
同
様
ノ
職
分
ヲ
行
フ
ニ
依
テ
此
人
ノ
ミ
其
ノ
同
類
ノ
為
メ
ニ
務
ム
ヘ
キ
職
分
ヲ
有
ス
レ
ハ
ナ
リ
。
』
〈
向
上
明
治
文
化
全
集

第
一
三
巻
四
六
七

1
四
六
八
ペ
ー
ジ
〉

と
な
し
て
い
る
。
こ
の
『
性
法
』
に
つ
い
て
の
講
義
に
よ
っ
て
も
、
そ
こ
で
は
自
然
法
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は

明
ら
か
と
な
る
。
こ
う
し
た
一
一
性
法
』
思
想
の
紹
介
に
も
と
づ
い
て
、
明
治
維
新
以
後
に
お
い
て
、
近
代
法
学
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
の

若
干
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
明
治
初
年
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
近
代
法
学
の
知
識
は
、
た
だ

一
部
の
人
々
に
限
ら
れ
、
い
ま
だ
一
般
に
は
近
代
法
学

ιも
と
や
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
乙
れ
は
近
代
法
学
に
よ
っ



て
思
考
し
う
る
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
の
未
成
熟
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
a

明
治
政
府
が
近
代
法
学
の
継
受
と
積
極
的
に
取
り
く
ん
だ
の

は
、
自
己
の
政
治
的
基
盤
を
資
本
主
義
的
発
展
に
見
出
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
西
欧
諸
国
の
資
本
主
義
的
発
展
が
、
自
然
法
思

想
に
よ
っ
て
な
し
と
げ
ら
れ
た
と
、
明
治
政
府
が
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
維
新
直
後
に
お
い
て
、
日
本
民
法
典
編
纂
が
強
行
さ
れ
た

事
由
も
、
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
民
法
典
編
纂
は
太
政
官
制
度
局
に
お
い
て
江
藤
新
平
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
が
、
し
か
し
一
八
七
一

年
(
明
治
四
年
)
七
月
に
太
政
官
制
が
公
布
さ
れ
、

一
八
七
一
年
(
明
治
四
年
)

八
月
一
日
に
制
度
局
は
、
立
法
府
と
な
っ
た
左
院
に
合
併

さ
れ
た
た
め
、
民
法
典
編
纂
は
左
院
に
引
き
つ
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
江
藤
新
平
が
左
院
の
副
議
長
に
な
っ
た
た
め
、
民
法

典
編
纂
は
、
引
き
つ
づ
き
江
藤
新
平
の
も
と
で
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
江
藤
新
平
が
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)

四
月
に
司
法
卿
に
転
出
し
、

司
法
省
で
民
法
典
編
纂
が
な
さ
れ
る
ま
で
、
左
院
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
左
院
に
お
い
て
は
草
案
作
成
に
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な

(

4

)

 

い
よ
う
で
あ
る
。
一
八
七
二
年
〈
明
治
五
年
)

四
月
に
江
藤
新
平
が
司
法
卿
に
任
命
さ
れ
る
と
、
民
法
典
編
纂
事
業
も
司
法
省
に
移
さ
れ

た
。
司
法
省
は
『
明
法
寮
』
を
設
置
し
、
そ
こ
で
『
民
法
会
議
』
を
開
設
し
た
。
こ
の
『
民
法
会
議
』
で
各
種
の
民
法
草
案
が
作
成
・
審

(
5〉

議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
最
終
案
で
あ
る
の
が
『
皇
国
民
法
仮
規
則
』
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
全
体
で
九
巻
か
ら

構
成
さ
れ
、

一
八
七
三
年
(
明
治
五
年
)

に
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
『
皇
国
民
法
仮
規
則
』
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

『
法
律
施
行
惣
規
則

民
法
第
一
巻
(
人
事
篇
)
白
第
一
条
至
第
百
四
十
条

民
法
第
二
巻
(
財
産
第
一
〉
百
四
十
一
条

i

民
法
第
三
巻
(
財
産
篇
)
三
百
八
十
六
条

民
法
第
四
巻
(
契
約
篇
一
)
契
約
総
規
則
・
契
約
ノ
義
務
・
種
類
連
帯
シ
タ
ル
義
務

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
合
一
)

ム

ノ、



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
二
)

ノ、
四

民
法
第
五
巻
(
契
約
第
二
〉
自
四
百
九
十
二
条
至
六
百
十
一
条

民
法
第
六
巻
(
契
約
篇
三
)
売
買

民
法
第
七
巻
(
契
約
第
四
)
賃
貸
ノ
契
約
総
規
則
・
会
社
ノ
契
約

民
法
第
八
巻
(
契
約
篇
五

)
1二
O
八
五
条

民
法
第
九
巻
(
契
約
篇
六
)
費
物
・
抵
償
』
(
向
上

一
二
ペ
ー
ジ
以
下
)

と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
『
皇
出
民
法
仮
規
則
』
で
は
、
は
じ
め
て
財
産
法
に
つ
い
て
規
定
を
お
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

財
産
法
に
あ
た
る
部
分
は
、
第
二
巻
以
後
で
取
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
当
附
の
同
題
で
あ
る
所
有
権
の
規
定
に
つ
い
て
み
れ
ば
、

つ
ぎ
の

よ
う
な
規
定
を
お
い
て
い
る
。
す
な
か
ち
、

『
第
百
五
十
七
条
日
レ
ニ
属
ス
ル
財
産
ハ
法
律
ニ
テ
定
メ
タ
ル
規
則
ヲ
循
守
ス
ル
時
ハ
之
ヲ
自
由
ニ
為
ス
寸
ヲ
得
可
シ

会
社
ノ
財
産
ハ
其
社
ノ
規
則
一
一
循
ヒ
之
ヲ
支
配
シ
及
ヒ
売
払
フ
可
シ

第
百
六
十
四
条
財
産
所
有
ノ
権
ト
ハ
刑
律
及
ヒ
諸
規
則
ニ
禁
止
ス
ル
ノ
外
其
財
皮
ア
十
分
自
己
ノ
意
ニ
適
シ
タ
ル
方
法
一
一
受
用
シ
及
ヒ
取
扱
フ
ノ
権

ヲ
一
玄
フ

第
百
六
十
五
条
公
ケ
ノ
利
益
/
為
一
一
シ
テ
且
相
当
ノ
償
ヲ
得
タ
ル
ノ
外
其
所
有
物
ア
奪
ハ
ル
ル
寸
ナ
シ

第
百
六
十
六
条
動
産
不
動
産
ヲ
同
ハ
ス
財
産
所
有
ノ
様
ア
ル
時
ハ
天
然
父
ハ
人
工
ニ
因
テ
其
財
産
ヨ
リ
生
ス
ル
物
及
ヒ
其
ノ
財
産
一
一
附
加
ス
ル
物
モ

亦
所
有
ス
ル
ノ
権
ア
リ
是
ヲ
名
ケ
テ
本
一
一
凶
テ
支
ヲ
併
ス
ノ
権
ト
云
フ

第
百
七
十
一
条
土
地
ヲ
所
有
ス
ル
時
ハ
自
力
一
ブ
其
地
上
地
下
ニ
有
ル
物
ヲ
包
含
ス

土
地
ノ
所
有
者
ハ
比
篇
土
地
義
務
ノ
条
一
一
記
ス
ル
所
ヲ
除
ク
ノ
外
其
地
上
ニ
白
己
ノ
欲
ス
ル
所
ノ
種
櫨
造
営
ヲ
為
ス
寸
ヲ
得
へ
シ

又
噴
坑
ノ
規
則
及
ヒ
地
方
ノ
規
則
ニ
定
メ
タ
ル
所
ヲ
除
ク
ノ
外
其
地
下
一
一
自
己
ノ
欲
ス
ル
所
ノ
造
営
及
ピ
客
六
ヲ
堀
リ
且
其
中
ヨ
リ
生
ス
ル
者
ヲ
取

ル
寸
ヲ
得
へ
シ

第
百
七
十
二
条
地
上
又
ハ
地
下
ニ
在
ル
諸
般
ノ
造
営
種
植
及
ヒ
土
功
ハ
別
段
ノ
証
ア
ル
ト
キ
ノ
外
其
地
ノ
所
有
者
ニ
属
ス
可
シ

但
シ
他
人
其
地
ノ
建
物
ノ
下
ニ
在
ル
地
客
又
ハ
其
建
造
物
ノ
一
部
ヲ
占
有
シ
テ
一
一
一
十
年
ヲ
過
ル
ト
キ
ハ
其
者
終
ニ
之
ヲ
所
有
ト
為
ス
ノ
権
ア
リ
』



(
同
上

二
二

1
二
四
ペ
ー
ジ
〉

と
な
し
て
い
る
。
こ
の
『
皇
国
民
法
仮
規
則
』
で
は
、
財
産
法
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
包
括
的
に
模
倣
し
て
い
る
に
も
か
か
か

ら
ず
、
家
族
法
に
あ
っ
て
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
の
市
民
法
的
取
扱
い
が
否
定
さ
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
家
父
長
制

(
戸
主
権
)
と
畏
子
単
独
相
続
制
を
骨
粗
と
し
て
構
成
さ
れ
、

ゴ
戸
』

(
家
)
と
い
う
家
族
集
団
を
社
会
生
活
の
単
位
体
と
認
め
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
個
人
を
社
会
生
活
の
単
位
と
な
し
、
身
分
証
書
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
江
藤
新
平
の
市
民
法
的
取
扱
い
が
否
認

さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)

一
O
月
一
五
日
に
『
司
法
省
民
法
会
議
』
が
設
置
さ
れ
、
こ
こ
で
一
八
七
二
年
(
明
治

五
年
)

一
C
月
一
二
つ
日
か
ら
ブ
ス
ケ
を
中
心
と
し
、
ジ
ュ
・
ブ
ス
ケ
を
通
訳
と
し
て
、

す
で
に
『
明
法
寮
民
法
会
議
「
コ
で
検
討
し
て
き
た

『
皇
国
民
法
仮
規
則
』
の
審
議
成
果
を
基
礎
と
し
て
、

(

7

)

 

に
上
呈
し
た
。
こ
れ
に
は
前
加
条
目
六
条
が
前
置
さ
れ
て
い
ろ
が
、
身
分
証
書
の
部
分
に
関
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
身
分
証

一
八
七
三
年
(
明
治
六
年
)

一
一
刀
『
民
法
仮
規
則
八
八
条
』
が
成
立
し
、
太
政
官

書
制
度
は
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
よ
っ
て
い
る
が
、
た
ん
に
こ
れ
を
模
倣
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
日
本
に
適
用
す
る
に
あ
っ
て
は
必
要
な

補
足
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
司
法
省
は
『
民
法
仮
規
則
』
を
実
際
に
施
行
す
る
考
え
で
あ
っ
た
が
、

(
8〉

た。

つ
い
に
実
施
を
み
る
に
至
ら
な
か
っ

こ
の
よ
う
に
民
法
典
編
纂
は
江
藤
新
平
の
も
と
で
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
に
は
草
案
審
議
の
基
礎
と
な
る
法
学
的
知
識
|
|
t
こ
れ
は

近
代
法
学
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が
ー
ー
を
必
要
と
す
る
。
近
代
法
学
(
西
欧
法
学
)

に
つ
い
て
の
知
識
を
吸
収
し
て
い
な
け
れ
ぽ
、
民
法

典
編
纂
は
不
可
能
と
な
る
。
こ
の
た
め
近
代
法
学
が
、
民
法
典
編
纂
と
結
び
つ
い
て
要
求
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治
初
年
の
近
代
法

学
の
流
入
自
体
を
し
て
、
す
ぐ
れ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
性
格
を
、
附
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
政
府
は

外
国
法
制
の
紹
介
と
、
近
代
法
学
に
つ
い
て
の
知
識
宕
吸
収
す
る
目
的
で
、

一
八
七
一
一
年
(
明
治
五
年
)

一
(
U↑
月
四
日

ιは
、
正
院
に
翻

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
合
一
)

六
五



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
つ
一
〉

訳
局
が
設
置
さ
れ
た
。
翻
訳
局
設
置
の
目
的
は
『
広
グ
諸
学
科
ノ
書
ヲ
翻
訳
編
輯
シ
テ
世
ニ
公
布
ス
ル
』
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
翻

訳
局
で
は
『
訂
正
仏
蘭
西
法
律
書
』
、

『
表
現
略
論
(
一
名
国
勢
学
)
』
、

『
経
済
原
論
』
、
『
英
国
律
法
要
訳
』
、

『
地
位
学
』
、
『
仏
国
史
略
』
、

『
米
国
法
律
原
論
』
、
『
欧
羅
巴
開
化
史
』
、
『
魯
国
史
』
な
ど
の
政
治
・
経
済
・
歴
史
に
関
す
る
も
の
|
|
明
治
政
府
の
政
策
実
現
に
と
っ

て
緊
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
も
の
|
|
の
翻
訳
・
出
版
を
な
し
た
。
こ
の
事
実
は
、
近
代
法
学
の
継
受
が
、
明
治
政
府
の
政
策
実
現
の
必
要

と
要
求
に
結
び
つ
き
、
明
治
政
府
の
側
か
ら
勢
力
的
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
近
代
法
学
の
継
受
に
よ
っ
て
な
さ
れ

た
近
代
法
学
に
つ
い
て
の
知
識
は
、

す
ぐ
れ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
意
味
を
も
ち
、

そ
う
し
た
意
味
で
機
能
し
た
こ
と
を
し
め
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
近
代
法
学
の
継
受
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
を
必
要
と
す
る
社
会
・
経
済
的
諸
条
件
の
不
存
在
の
う
え
で
、
形
式
的
側
面
か
ら

重
視
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
継
受
さ
れ
た
近
代
法
学
は
、
明
治
政
府
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
加
工
さ
れ
、
内

容
が
具
体
的
に
持
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
日
本
の
現
実
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
意
味
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
定
着
さ
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
憲
法
制
定
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
ド
イ
ツ
実
証
主
義
的
法
学
説
が
、
ま
っ
た
く
異
っ
た
意
味
で
利
用
さ
れ
て
い

く
の
と
同
様
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
近
代
法
学
の
継
受
の
問
題
に
あ
っ
て
は
、
形
式
的
側
面
を
問
題
と
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
の
社
会

生
活
と
結
び
つ
き
機
能
と
す
る
内
容
的
側
面
か
ら
の
把
握
が
、
な
に
よ
り
も
大
切
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
上
部
構
造
は

下
部
構
造
に
反
作
用
す
る
。
従
っ
て
、
近
代
法
学
の
継
受
に
と
っ
て
い
え
ば
、
継
受
さ
れ
た
近
代
法
学
自
体
が
相
対
的
独
自
性
を
も
っ
て

経
済
的
土
台
に
作
用
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
政
治
権
力
の
側
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
、
近
代
法
学
の
本
来
的
な
法
理
念
が
除
却
さ
れ

た
と
し
て
も
、
民
間
の
側
に
と
っ
て
は
、
自
己
の
政
治
的
、
社
会
的
主
張
の
思
想
的
根
拠
と
し
て
、
近
代
法
学
が
役
立
た
し
め
ら
れ
る
。

だ
か
ら
民
間
に
お
い
て
も
近
代
法
学
(
西
欧
法
学
)

の
翻
訳
・
紹
介
が
勢
力
的
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
外
国
法
典
や
そ
の
解

説
書
な
ど
の
刊
行
が
政
治
的
要
求
や
政
治
的
主
張
と
結
び
つ
い
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
階
級
闘
争
を
、



近
代
法
学
の
摂
取
を
め
ぐ
っ
て
み
る
こ
と
が
で
さ
、
裁
判
官
や
代
言
人
な
ど
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、

の
ち
に
取
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。
明
治
初
年
の
国
会
開
設
運
動
を
契
機
と
し
て
展
開
し
た
自
由
民
権
運
動
に
あ
っ
て
は
、
近
代
法

学
の
基
礎
と
な
る
自
然
法
思
想
が
思
想
的
背
景
と
な
っ
て
主
張
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

い
わ
ゆ
る
民
権
思
想
と
い
う
姿
態
に
よ
っ
て
、
反

体
制
的
強
力
が
ん
口
法
化
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
近
代
法
学
の
主
柱
を
な
す
白
然
法
思
想
は
、

国
会
開
設
を
め
ぐ
る
政
治
的
要
求
と
結
び
つ

及
ホ
シ
タ
ル
彰
響
』

き
、
政
治
的
運
動
と
し
て
定
着
し
、
民
権
思
想
の
法
盟
的
根
拠
た
ら
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
井
上
正
一
氏
は
『
仏
国
民
法
ノ
我
国
ニ

〈

m)

〈
法
理
学
研
究
会
、
仏
関
西
民
法
百
年
記
念
論
文
集
所
収
)
の
な
か
で
、
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
事
情
の
も
と
で
、
外
国
法
律
書
の
翻
訳
は
急
激
に
増
加
し
た
。
加
太
邦
憲
は
『
自
歴
譜
』
の
な
か
で
、
当
時
の
事
情
に
つ
い

て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
因
ニ
翻
一
訳
一
一
付
、
当
時
ノ
情
況
ヲ
三
一
ロ
セ
ン
ニ
、
本
邦
近
世
ノ
文
化
ハ
即
チ
西
洋
文
明
ノ
輸
入
ニ
シ
テ
万
物
ノ
制
度
文
物
ヲ
一
度
一
一
輸
入
ス
ル
ト

ナ
レ
パ
、
洋
書
ノ
翻
訳
急
ヲ
妥
シ
タ
ル
モ
、
明
治
初
年
ハ
洋
学
者
ノ
数
少
キ
ヲ
以
一
ア
其
需
要
ヲ
充
タ
ス
能
ワ
ザ
リ
シ
ガ
、
十
年
前
後
一
一
ハ
洋
学
者
モ
増

加
シ
、
二
十
午
前
後
迄
ハ
盛
ン
ニ
翻
訳
ヲ
為
シ
、
総
訳
書
モ
揃
ヒ
制
度
文
物
皆
之
一
一
依
リ
テ
絡
一
一
就
キ
、
進
歩
発
達
ノ
途
ヲ
開
会
タ
リ
。
然
レ
ド
モ
、

当
時
ハ
其
輸
入
ス
ル
事
項
ニ
付
、
未
グ
識
見
ナ
ケ
レ
パ
、
善
悪
ノ
区
分
モ
立
タ
ズ
、
無
暗
ニ
模
倣
セ
ン
ト
シ
テ
惟
レ
日
モ
足
ラ
ザ
ル
ノ
有
機
ナ
リ
キ
、

故
ニ
世
人
ハ
此
過
渡
期
ヲ
翻
訳
時
代
ト
称
シ
タ
リ
:
:
:
』
(
向
上
一
一

0
ペ
ー
ジ
)

(
日
)

と
な
し
て
い
る

Q

い
ま
日
本
民
法
典
の
編
纂
事
菜
が
、
江
藤
新
平
か
ら
大
木
喬
任
の
手
に
移
る
こ
と
に
な
っ
た
一
八
七
三
年
(
明
治
六
午
)

ま
で
の
外
国
法
律
書
の
翻
訳
・
紹
介
を
み
る
と
、

っ
、
ぎ
の
表
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
外
国
法
律
書
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
自
然
法
思
想
は
、
民
権
思
想
の
法
理
的
根
拠
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
で

あ
る
。
福
沢
諭
吉
の
良
子
聞
の
す
す
め
』
を
例
に
と
っ
て
み
て
も
、
福
沢
諭
吉
が
主
張
し
た
民
約
主
義
が
、
人
々
か
ち
多
大
の
歓
迎
を
う

(

ロ

)

け
た
こ
と
は
、
こ
れ
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
自
然
法
思
想
が
政
治
的
思
想
と
し
て
は
、
当
時
の
人
々
に
定
着
し
、
自
由
民
権
運

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
合
一
)

六
七
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正

明
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述
求

知
堂

(
明
治

6
年
)

泰
西
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林
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求
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堂

政
学
捧
鯛
(
二
〉

林
亙

明

仏
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政
典
(
十
二
)

(
ド

ラ
ク
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ル

シ
ー

著
大

列
憲

太
郎
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!
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J
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作
麟
祥
校
関

!
 
司
法
省

西
洋
政
活
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(
三
)
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里

正
衡

著
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国
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香
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主
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憲
法
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述
求

知
堂

合
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国
憲

法
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明

訳
述

求
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堂

よ
木

自
由
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論

ド
ク
ヴ
イ
ル

• /J
、
幡
篤
次
郎
訳

換
国

政
体

沿
革

説
タ
守
ニ
エ
ル
レ
ピ
ー
者
・
平
山
成
一
訳

人
間
交
法
(
二
〉

児
玉

淳
一

郎
訳

司
法
省
、
日
誌

司
法
省

仏訟
蘭

商
法

律
書

(
憲

法
・

訴
箕

作
麟

洋
訳

文
部

省
法
)

国
際
公
法
(
万
国
公
法
)

ウ
ル

ジ
ー

著
・

箕
作

麟
祥

訳
弘

文
堂

共
和

政
治

ラ
ン

ソ
ム

ギ
レ

ッ
ト

著
・

中
村

正
直

訳
同

入
社

米
国
政
治
略
論
(
二
)

オ
ル

ダ
ン

著
・

錦
織

精
之

進
訳

聯
邦
I好

律
〔
利
足
之
篇
〉

氷
;
パ
ノ
レ
ソ
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著
・
藤

111
九

二
訳

ift
山

楼

米
政
提
要
(
五
)

鍋
島
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彬
編

英
国
法
律
全
書
(
五
)

ブ
ヲ

ッ
キ

ス
ト

ー
ン

者
・

昼
亨

英
政
治
卒
論
(
第
一
巻
)

長
沼

熊
太

郎
訳

備
考

尾
佐

竹
猛

法
律

学
文

献
年

表
(

明
治

文
化

全
集
13

巻
く

法
律

編
〉

所
収

)
・

西
村

捨
也

明
治

時
代

法
律

書
解

題

(
酒
井
書
庖

1968
年

7
月

〉
よ

り
作

成
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士
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草
壁
紙
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Q
治
資
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K
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日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
つ
一
)

4ヒ。

動
の
政
治
的
思
想
と
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
福
沢
諭
吉
は
『
学
問
の
す
す
め
れ
の
な
か
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
主
張
を
な
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、

『
天
は
人
の
上
に
人
を
迩
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
造
ら
ず
と
云
え
り
。
天
の
人
を
生
ず
る
に
は
、
万
人
は
万
人
皆
同
じ
位
に
し
て
、
生
れ
な
が
ら
貴

賎
上
下
の
差
別
な
く
、
万
物
の
霊
た
る
身
と
心
と
の
働
さ
を
以
て
、
天
地
の
間
に
あ
る
万
の
物
に
資
り
、
以
て
衣
食
仰
の
用
を
達
し
、
自
由
自
在
人
の

妨
げ
を
為
さ
ず
し
て
各
安
楽
に
世
を
渡
ら
し
め
給
ふ
趣
旨
な
り
(
同
上
第
一
編
)
;
:
・
抑
々
政
府
と
人
民
と
の
間
柄
は
、
前
に
も
一
文
へ
る
如
く
、
唯
強

弱
の
有
様
を
異
に
す
る
の
み
に
て
権
理
の
異
同
あ
る
の
理
な
し
、
百
姓
は
米
を
作
っ
て
人
を
養
ひ
、
町
人
は
物
を
売
買
し
て
世
の
便
利
を
達
す
、
是
れ

即
ち
百
姓
町
人
の
商
売
な
り
。
政
府
は
法
令
を
訣
け
て
悪
人
を
制
し
、
普
人
手
一
保
護
す
、
是
れ
即
ち
政
府
の
商
売
な
り
。
こ
の
商
売
を
為
す
に
は
莫
大

の
費
を
要
す
れ
ど
も
、
政
府
に
は
米
も
な
く
金
も
な
き
故
、
百
姓
町
人
よ
り
/
ず
い
呂
町
泊
よ
を
出
し
て
政
府
の
勝
手
方
を
賄
は
ん
と
、
双
方
一
致
の
上
相
談

を
取
極
め
た
り
。
是
れ
即
ち
冊
以
府
と
人
民
と
の
約
束
な
り
。
故
に
百
姓
町
人
は
年
貫
一
応
上
を
出
し
て
、
固
く
其
法
号
~
す
れ
ば
、
其
職
分
号
尽
し
た
り
と

一
瓦
ひ
、
政
府
は
年
貢
運
上
を
取
っ
て
正
し
く
其
使
払
を
立
て
、
人
民
を
保
護
す
れ
ば
共
職
分
を
尽
し
た
り
と
云
ふ
可
し
。
双
方
己
に
職
分
を
尽
し
て
約

束
を
違
ふ
こ
と
な
き
上
は
、
更
に
何
等
の
申
分
も
あ
る
べ
か
ら
ず
:
:
:
』
(
向
上
第
二
編
〉

と
な
し
て
い
る
。
し
か
し
自
然
法
思
想
そ
の
も
の
は
、
直
接
に
財
産
権
や
所
有
権
に
つ
い
て
の
個
人
主
義
的
主
張
|
|
天
賦
人
作
的
主
張

l
lと
し
て
の
理
論
的
根
拠
と
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
人
々
の
現
実
の
祉
会
生
活
に
も
と
づ
く
意
識
と
し
て
形
成
さ
れ
う
る
、
具

体
的
な
社
会
・
経
済
的
条
件
の
未
成
熟
に
帰
国
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
自
自
民
権
運
動
に
み
ら
れ
る
一
一
一
口
論
や
結
社

の
白
自
の
政
治
的
主
張
と
比
較
し
て
み
て
、
所
心
刊
の

rH由
が
政
治
的
要
求
の
基
本
と
し
て
主
張
さ
れ
る
政
治
的
利
益
が
充
分
に
理
解
さ
れ

え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
白
然
法
思
想
は
自
由
民
権
運
動
の
展
開
と
と
も
に
、
社
会
一
般
の
理
解
を
獲
得
し
た
こ
と
は
た
し
か
で

あ
る
。(

1
)

自
然
法
思
怨
に
つ
い
て
は
、
宮
川
澄
市
民
法
と
社
会
法
(
青
木
書
底

0
ペ
ー
ジ
以
下
)
の
で
参
照
し
て
下
さ
い
。

一
九
六
四
年
一

O
月
)
の
な
か
で
、
く
わ
し
く
取
扱
っ
て
い
る
(
六



(

2

)

宮
川
澄
市
民
法
と
社
会
法
青
木
書
庄
一
九
六
四
年
一

O
月
六
五
ペ
ー
ジ
。

(
3
)
R
・
日
・
マ
イ
ニ
ア
佐
藤
幸
二
・
長
宅
福
一
・
田
中
成
明
訳
西
洋
法
思
想
の
継
受
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
一
年
一
二
月
一
八
二
ペ
ー
ジ
。

(

4

)

左
院
の
民
法
草
案
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
い
つ
れ
も
江
藤
新
平
の
司
法
卿
転
出
以
後
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
左
院
の
民
法
草
案
に
は
、

川
家
督
相
総
井
贈
規
則
草
案
川
養
子
法
草
案
川
後
見
規
則
草
案
川
後
見
規
則
草
案
(
確
定
楽
)
山
川
婚
姻
法
草
案
(
民
法
課
原

案
)
の
五
つ
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
婚
姻
法
、
後
見
規
則
は
主
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
民
法
に
よ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
他
は
日
本
国
有
の
習
俗
法
に
よ
っ
て

い
る
(
石
井
良
助
民
法
草
案
入
手
編
理
由
主
回
解
題
明
治
文
化
資
料
叢
書
第
三
巻
四
ペ
ー
ジ
)
。

(
5
)

こ
の
『
皇
国
民
法
仮
規
則
』
は
東
京
大
学
叫
社
会
科
学
研
究
所
の
手
に
よ
っ
て
湾
刻
(
日
本
近
代
史
研
究
資
料
集
泌
一
一
九
七

O
年
三
月
)
さ

れ
、
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)

鵜
飼
信
成
・
福
烏
正
夫
・
川
島
武
宣
・
辻
清
明
編
日
本
近
代
法
発
達
史
五
怨
草
書
信
一
九
五
八
年
一

O
月
九
ペ
ー
ジ
以
下
。

(
7
)

明
治
文
化
資
料
叢
書
第
三
巻
法
律
篇
上
石
井
良
助
民
法
草
案
入
手
編
理
由
喜
解
題
明
治
文
化
資
料
叢
書
刊
行
会
編
風
間
書
庖
一
九

五
九
年
四
月
四
ペ
ー
ジ
。

(

8

)

石
井
良
助
編
民
法
草
案
人
事
編
理
白
書
解
題
明
治
文
化
資
料
叢
苔
刊
行
会
編
明
治
文
化
資
料
叢
書
第
三
谷
(
法
律
篇
上
)
風
間
書
庖

一
九
五
九
年
四
月
三
ペ
ー
ジ
。

(

9

)

梅
渓
昇
お
雇
い
外
国
人
第
一
一
巻
(
政
治
・
法
制
)
鹿
島
研
究
所
出
版
会
一
九
七
一
年
一
二
月
四

0
ペ
ー
ジ
。

〈
叩
)
福
島
正
夫
明
治
初
年
に
お
け
る
凶
欧
法
の
縦
一
党
と
日
本
の
法
及
び
法
学
仁
井
出
博
士
追
悼
論
文
集
第
三
巻
臼
木
と
ア
ジ
ア

ー
ジ
。

ハ
ロ
)
伊
藤
正
己
編

(
臼
)
梅
原
悦
二
郎

一
七
二
ぺ

現
代
法
石
川
(
外
国
法
と
日
本
法
)
岩
波
書
庖
一
九
六
六
年
三
月
一
九
六
ペ
ー
ジ
。

日
本
民
権
発
達
史
第
一
巻
日
本
民
主
協
会
一
九
五
八
年
七
月
二
主
べ

l
ジ。

五

お
雇
い
外
国
人
法
学
者
に
よ
る
近
代
法
学
の
継
受

こ
の
よ
う
に
明
治
初
年
に
あ
っ
て
は
、
民
法
典
編
纂
の
た
め
の
必
要
な
法
学
知
識
の
吸
収
の
た
め
に
、
外
国
法
律
書
の
翻
訳
・
紹
介
を

川
口
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
二
〉

七



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
二
〉

七

お
こ
な
っ
た

Q

こ
の
近
代
法
学
の
航
受
は
、
明
治
政
府
の
富
国
強
兵
と
い
う
政
治
目
的
の
実
現
の
手
段
と
な
す
た
め
で
あ
っ
た
が
、
近
代

法
学
の
継
受
を
通
じ
て
、
そ
の
基
礎
と
な
る
自
然
法
思
想
が
理
解
さ
れ
、
こ
れ
は
自
由
民
権
運
動
の
反
政
府
的
な
政
治
的
要
求
の
理
論
的

根
拠
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
政
府
の
側
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
近
代
法
学
の
継
受
自
体
は
、
絶
対
主
義
的
な
中
央
集
権

制
に
た
い
し
て
、
近
代
法
制
反
の
法
的
外
被
を
あ
た
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
近
代
法
学
土
の
諸
知
識
の
多
く
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
明
治
初
年
以
降
、
明
治
政
府
白
か
ら
の
手
で
外
国
法
律
書
の
翻
訳
・
摺
介
を
な
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
意
味
か
ら
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
外
国
法
律
書
の
翻
訳
・
紹
介
に
も
と
づ
く
近
代
法
学
上
の
諸
知
識
の
股
収
と
同
時
に
、
よ
り
直
接
的
に
、
政
治
権
力
に

と
っ
て
必
要
な
法
学
知
識
の
段
収
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
は
同
氏
に
た
い
す
ろ
法
学
教
育
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
つ
つ
、
'
と
く
に
法
曹
の
育

成
を
目
的
と
す
る
法
学
教
育
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
法
学
教
育
に
も
と
づ
く
法
学
知
識
の
附
与
は
、
長
期
的
な
展
望
の
も
と

で
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う

Q

し
か
し
、
明
治
政
府
は
近
代
法
制
度
の
確
立
・
移
入
を
緊
急
に
必
要
と
し
て
い
た
し
、
ま
た
法

の
具
体
的
な
運
用
・
執
行
者
た
る
法
曹
の
育
成
を
必
要
と
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
法
的
技
術
宏
身
に
つ
け
た
法
曹
の
な
す
法
的
活
動
を
探

介
と
し
て
、
政
府
権
力
の
側
か
、
り
す
る
自
然
法
思
想
の
一
般
化
を
は
か
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
政
治
権
力
に
土
る
自
然
法
思
想
の
内
容

確
充
の
作
業
が
育
成
さ
れ
た
法
曹
の
助
力
に
よ
っ
て
可
能
と
さ
れ
る
。
こ
の
当
面
す
る
緊
要
の
必
要
を
充
す
た
め
、
明
治
政
府
は
お
雇
い

外
国
人
法
学
者
を
利
用
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

一
八
七
一
年
(
明
治
以
年
〉

八
月
に
、
左
院
の
建
議
は
こ
の
と
と
を
し
め
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
法
律
に
閣
す
る
知
識
人
を
求
め
る
た
め
に
、
外
国
人
法
学
者
の
採
用
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

『
謹
テ
宇
内
ニ
並
立
ス
ル
勅
旨
ヲ
案
ス
ル
ニ
、
抑
並
立
ト
称
ス
ル
ニ
文
明
ノ
治
ヲ
致
シ
相
互
ノ
権
利
ヲ
以
テ
交
際
ヲ
ナ
サ
サ
レ
ハ
真
ニ
其
称
ヲ
得
ヘ

カ
ラ
ス
、
今
日
欧
州
ト
ノ
ー
メ
際
ニ
於
ル
、
警
へ
ハ
無
識
者
/
有
識
右
ニ
交
ル
カ
如
ク
彼
レ
ニ
及
ハ
サ
ル
モ
ノ
多
ト
ス
、
然
ル
ニ
今
無
識
ア
恥
テ
」
什
識
ニ

交
日
ブ
サ
ル
ト
キ
ハ
畢
生
其
知
ヲ
得
ヘ
カ
ラ
ス
、
夫
レ
欧
州
/
文
明
ト
称
ス
ル
ヤ
内
治
郡
県
ノ
制
ニ
テ
人
民
一
致
シ
、
諸
事
規
則
ア
リ
テ
網
ヲ
挙
レ
ハ
目



張
ル
ト
云
ヘ
ル
如
ク
、
民
法
・
邑
法
・
商
法
・
刑
法
・
訴
訟
法
ヲ
始
メ
ト
シ
テ
、
租
税
・
学
撰
・
兵
制
・
統
計
・
運
輸
ノ
諸
規
則
ヨ
リ
病
院
・
食
続
・

幼
院
ノ
設
ケ
ニ
至
ル
マ
テ
一
ツ
モ
精
密
ナ
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ
、
是
ヲ
以
テ
人
才
乗
出
国
富
ミ
兵
強
ク
、
民
共
各
国
同
等
ヲ
以
テ
交
リ
得
ル
者
ハ
畢
意
権
力

均
シ
キ
ヲ
得
レ
ハ
ナ
リ
、
今
皇
国
ノ
治
績
ヲ
顧
ル
ニ
右
諸
件
総
テ
欧
州
ノ
如
ク
蓬
正
ニ
至
ラ
サ
レ
ハ
、
名
ハ
並
立
ト
称
ス
ト
雄
モ
其
実
ナ
シ
ト
謂
フ
ヘ

シ
故
ニ
本
院
決
議
ノ
要
旨
ニ
於
テ
ハ
、
彼
ニ
及
ハ
サ
ル
所
以
ノ
者
ヲ
反
省
シ
、
其
制
度
文
物
ヨ
リ
一
切
ノ
庶
務
ニ
至
ル
マ
テ
其
菩
ナ
ル
者
ノ
我
氏
情
一
一

極
フ
ヲ
治
仕
掛
ニ
稗
益
ア
ル
者
ハ
之
ヲ
折
荻
採
用
シ
、
以
テ
並
立
ノ
実
効
ヲ
収
メ
ン
ト
ス
、
是
即
今
ノ
大
目
的
ト
ナ
ス
ヘ
キ
事
』

と
し
て
い
る
。
左
院
は
、
こ
の
建
議
に
た
い
す
る
太
政
官
の
承
認
を
受
け
、

一
人
七
一
年
(
明
治
四
年
〉

九
月
一
五
日
、

っ
、
き
の
よ
う
な

申
立
を
行
な
っ
た
。

『
当
院
御
用
筋
ノ
儀
ハ
先
般
書
出
差
出
御
検
印
相
成
済
候
遇
、
万
般
ノ
制
度
総
欧
州
富
国
強
文
明
ヲ
見
皆
、
我
不
及
ヲ
補
足
ス
ル
趣
旨
二
有
之
候
処

未
タ
翻
訳
書
モ
不
全
、
且
制
度
節
目
細
微
ノ
ポ
ニ
至
候
テ
ハ
不
安
心
ノ
事
不
少
、
万
国
御
交
際
ノ
今
日
ニ
於
テ
、
若
御
不
鉢
裁
ノ
事
山
村
之
候
一
ア
ハ
不
相

済
次
第
ニ
御
座
候
、
欧
州
/
学
問
各
専
問
有
之
、
士
官
人
一
一
テ
諸
科
兼
通
ノ
者
ハ
連
モ
難
得
事
ニ
候
へ
ハ
、
万
般
質
問
取
調
物
ノ
為
メ
可
然
洋
人
五
六
名

御
一
雇
一
有
之
度
奉
候
事
』
(
大
政
類
典
第
二
一
稿
、
第
六
五
巻
総
理
府
所
蔵
)

と
な
し
た
。
こ
こ
で
は
外
国
法
律
書
の
翻
訳
・
紹
介
に
よ
る
間
接
的
な
外
閏
法
制
度
の
継
受
を
不
充
分
で
あ
る
と
な
し
、
外
国
人
法
学
者

を
政
府
が
直
接
雇
用
し
、
さ
ら
に
外
国
人
法
学
者
の
も
つ
、
法
学
上
の
諸
知
識
を
直
接
的
に
吸
収
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
の
近
代
法
制
度
の
継
受
を
な
し
て
い
く
こ
と
が
、
諸
政
策
の
実
現
の
た
め
に
、
よ
り
役
立
つ
と
な
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
一
八
七
二
年

(
明
治
五
年
)
以
降
外
国
人
法
学
者
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
『
お
雇
い
外
国
人
』
が
雇
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
〉

か
ら
一
八
九

O
年
〈
明
二
三
年
)
ま
で
の
お
雇
い
外
国
人
を
あ
げ
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
表
に
よ
っ
て
、

お
び
た
だ
し
い
数
の
お
麗
い
外
国
人
が
雇
用
さ
れ
た
こ
と
が
解
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
お
雇
い
外
国
人
は
、
明

治
政
府
の
具
体
的
な
政
策
実
現
に
と
っ
て
必
要
な
知
識
を
供
給
す
る
た
め
に
、
明
治
政
府
に
よ
っ
て
一
雇
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
つ
一
〉

七



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
(
二
)

お雇い外国人の年次別推移 (1972年....，1890年〉

官傭外国人

| 号法省 | 
傭手ム

外国人文部省数常念
次年

369 369 1872 (明治 5)

580 73 507 6) 1873 (11 

650 126 52，1 7) 1874 ((( 

854 325 529 8) 1875 (11 

922 453 67 9 469 9) 1876 (f! 

838 457 45 8 381 10) 1877 (11 

820 499 46 8 321 11) 1878 (ff 

770 509 41 3 261 12) 1879 (ff 

725 488 39 1 237 13) 1880 (11 

638 472 27 1 166 1，1) 1881 (11 

650 493 28 つ
“ 

157 15) 1882 (11 

619 487 23 2 132 16) 1883 (庁

652 501 21 4 151 17) 1884 (ff 

456 301 27 4 155 18) 1885 (11 

566 397 35 4 169 19) 1886 (ff 

448 253 38 6 195 20) 1887 (ff 

609 394 39 4 215 21) 1888 (ff 

808 588 45 3 220 22) 1889 (11 

七
四

823 623 44 2 

日本子t:同統計一千ド鑑

200 23) 

備考

1890 ((1 



外
務
省
に
あ
っ
て
は
、
条
約
改
正
を
準
備
す
る
た
め
に
、
万
国
公
法
に
つ
い
て
の
知
識
と
、
そ
れ
り
も
と
づ
く
条
約
改
正
案
の
作
成
を
必

要
と
し
た
。
こ
の
目
的
で
一
八
七
一
年
(
明
治
四
年
〉

一
O
月
に
、
ア
メ
リ
カ
人
ペ
シ
セ
イ
ン
・
ス
ミ
ス

(開・

2
岳
山
口
タ

ω
5
5
H
h
H
∞E
i

ENN)
を
雇
入
れ
た
。

そ
し
て
一
八
七
五
年
(
明
治
八
年
)
八
月
に
は
、
ス
ミ
ス
の
後
任
に
ア
メ
リ
カ
人
ハ
ウ
ス

(

1

)

 

H
8己
を
雇
入
れ
る
な
ど
、
い
づ
れ
も
お
雇
い
外
国
人
の
も
つ
知
識
を
直
接
利
用
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
一
八
七
一
年
(
明
治
四
年
)

(
開
・
同
・

5
s
f
z
ω
H
I

一
一
且
一
日
、
左
院
は
ジ
ュ
・
プ
ス
ケ
(
〉

-ZH件。宮門戸
g
ロ
ロ
切

2
2
5
T
Z
ω
吋

iHgN)
を
一
履
入
れ
、
こ
れ
を
円
翻
訳
方
』
と
な
し
、
明

治
政
府
の
命
を
受
け
て
、
各
分
野
に
わ
た
っ
て
翻
訳
・
調
査
さ
せ
た
。

そ
の
業
績
は
、
現
在
、
内
閣
文
庫
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
『
仏

朗
西
諸
制
度
調
査
目
録
』

〈
ジ
ュ
・
ブ
ス
ケ
氏
訳
書
目
録
)
に
記
載
さ
れ
て
い
る
八
四
種
に
の
ぼ
る
書
類
が
現
存
し
、
ま
た
『
規
則
書
類
摘

(

2

)

 

ハ
第
一
一
編
・
九
附
)
に
時
り
込
ま
れ
て
い
る
七
一
種
の
書
類
が
、
ジ
ュ
・
ブ
ス
ケ
の
翻
訳
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

訳』
こ
こ
で
司
法
省
に
よ
る
お
雇
い
外
国
人
法
学
者
に
つ
い
て
考
案
し
て
お
き
た
い
。

一
八
七
二
年
(
明
治
五
年
)

七
月
に
『
明
法
寮
』
で

の
法
曹
養
成
の
た
め
に
す
る
法
学
教
育
の
必
一
安
の
た
め
、

h

ゎ
一
届
い
外
国
人
を
雇
用
し
て
以
来
、

多
く
の
外
国
人
法
学
者
を
雇
用
し
て
い

る
。
こ
の
ほ
と
ん
ど
は
フ
ラ
ン
ス
人
法
学
者
で
あ
る
と
い
え
る
。

可
法
省
編

『
司
法
省
沿
革
誌
』

(
法
曹
会

一
九
二
一
九
年
一

O
月
〉
の
記

事
を
み
る
と
、

お
一
雇
一
い
外
国
人
法
学
者
に
関
す
る
事
項
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
こ
れ
を
整
理
し
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
表
の
よ
う
に
な

る

こ
の
表
の
よ
う
に
、
司
法
省
に
お
い
て
も
、
多
く
の
外
国
人
法
学
者
を
直
接
雇
用
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
、

明
治
政
府
は
政
策
実
現
に
必
要
な
荷
知
識
を
え
る
た
め
に
、
お
一
雇
い
外
国
人
法
学
者
の
多
く
を
雇
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
政
府
が

一
入
七
一
年
(
明
治
四
年
〉

か
ら
一
八
八

O
年
(
明
治
二
一
一
年
)
ま
で
に
雇
用
し
た
外
国
人
法
学
者
を
列
挙
し
て
み
る
と
、

つ
ぎ
の
表
(
七

七
ペ
ー
ジ
〉
の
よ
う
に
な
る
。

日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
合
一
)

七
五



『司法省沿革誌』のお雇い外国人法学教師の記事 (1872年~1894年〉

1876年(明治 9年〕
9.27 

是月召募ニ応、セシ法学生徒百名余ヲ撰ミ仏国人ピエー
ル，ジョセア，ムーリヱーヲ紋師トシ助教;数名ヲ置キ
教授セシム

l町一)I一日テ生一ヲ募集シ擬律附
7.31 I 為サシメ日ツボアソナード及米国代言師ジョノレジ，ウ

オラス，ヒルヲ教師ト為シ法律ヲ教授セシム之ヲ出仕 i 

生徒ト初、シ二年ヲ以テ卒業ノ期トス 1 

9.15 I 仏国人プロスベール，フォルチュネー，フークヲ法学 | 
I 教師ト為ス | 

1879年(明治12年) 是月仏国人ジャン，パテスト，アルチュー/レ，アリウ | 
3.24 i ヱーヲ法学校教師卜為ス

9.25 I 教師フーク期満チ其雇ヲ解ク | 

11.22 I 仏国法律博士ジョルジ，アッベールヲ聴シ教師ト為ス| つ
、ーノ

1880年(明治13年) I 是月生徒百四十一名ヲ募 1)学期ヲ三箇年ト為シ教師ボ|
2.28 I アソナード及アッベールヲシテ之ヲ教授セシム 1 

4.22 i 是月法学校主主師ムーリヱ病ア以テ職ヲ辞ス

6. 8 I 仏国人アントアヌ，ファブルヲ法学校教師ト為ス

7.18 ! 法学校教師アリヴェ一期満チ其雇ヲ解ク

9.15 ! 是月法学生徒ヲ本科ト為シ教|市アッベーノレヲシテ之ヲ
| 教授セシメ吏ニ生徒五十三名ヲ募リ予科ト為シイム国人
| ファブノレ等アシテ教授セシム

1-1扇面治1h汀表面ヒル期満チ其雇ヲ触ク
3. 2 
8. 7 I 教師ファブノレ期満チ其雇ヲ解ク

1884年(明治17年) I 是月教師ビゴ一期満チ其扉ア解ク
2. 6 
9.30 

10. 8 

是月法学校予科生四十一名ヲ本科ニ入レ本邦人一名及
仏国人アッベールヲ以テ教姉ニ充ツ

是月官費予科寄宿叶..，私費通学生ヲ入学セシメイム国人
アリヴェールヲ教nniトシ本邦人二名ヲシテ之ヲ助ケシ
ム

備考 司法省沿革誌(法曹会1939年10月〕

七
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明
治
政
府
に
よ
る
お
震
い
外
国
人
法
学
者
一
覧
表
(
そ
の
ー
く

1871
年
~
1
8
8
0
年
>
)

i
雇

用
ペ

人
名

」
吐

工
日

rJT
退

職
年

1871
年

i
 Du

 Bousquet
，

 Albert Charls 
I

仏
太

政
官

震
(

左
院

・
正

院
・

元
老

院
)

1878
年

(
明
治

4
年
)
I

 (1837~1882) 
Joudon

，
 Peyton 

.7ド
i

外
務

省
辰

(
公

文
書

写
起

草
反

訳
)

1878
年

大
政

官
雇

(
英

仏
語

翻
訳

)

I
 

一
一

一
一

一
1872

年
Bousquet. 

H. 
Georges 

ガ
ス

ト
ン

・
ガ

リ
ー

仏
!

司
法

省
雇

・
左

院
・

文
部

省
I
 1876

年

(
明
治

5
年〉

仏
i

 司
法
省
雇
(
書
記
通
弁
)
，
一

If
.
院
雇
(
劉
訳
kJJ)

I
 1876

年

Riberolles
，
 Henri 

de 

ム
ー
ツ
・
ロ
レ
ル
ト

Louder，
 John Frederick 

(1
843"""'1902) 

仏
i

 司
法

省
明

法
案

仏
|
 司

法
省

雇
(

神
奈

川
裁

判
所

)

英
|
 大

蔵
省

雇
(

横
浜

税
関

)
，
司
法
省
法
律
顧
問

1902
年

1873
年

I
Boissonade

，
 Gustav Emile 

仏
i
 司
法

省
法

律
顧

問
1895

年

(
明
治

6
午汁

(1825
，，-，

1910) 

ワ
ン
テ
ル
ホ
ノ
レ
ド
ン
・
レ
オ
ン

1
 蘭

|
 司

法
省

雇
(

兵
庫

・
横

浜
裁

判
所

)
I

 1877
年

Verbeck
，

 Guido Fridolin 
米

|
 南

校
・

正
院

・
元

老
院

雇
I

 
1878{r' 

(1830"-'1898) 

1874
年

I
K
i
r
k
w
o
o
d，

 
W

i11
i
a
m
 Montaguel

英

ケ
7刊

十
山
…
一
一
一

I
 Gross

，
 Ga
m
b
e
t
 
(1
8
2
0
~
1
8
8
1
)
 

1875
年

I
Black，

 J
 

ohn Reddie 
〔
明
治

8
年
)
I

 (1827"-'1880) 
Lip

m
a
n
，
 Robert 

司
法

省
法

律
顧

問

東
京

警
視

庁
雇

オ
:
院
原
(
新
聞
刊
行
，
諸
取
調
〉

可
法
省
雇
(
大
阪
上
等
裁
判
所
〉

1902
年

1881
年

1877
年

1877
年

一
一

一
一

一
一

一

m
-
l
キ
'
1
~
士
的
!
さ
~
~
単
時
間1穏

Q
治
資

R夏
日
単
ベ
)
対
ど
背
任
ゆ
Q
g
器
削
(

1
1) 

-¥-l.l，J 



司
法
省
雇
(
司
法
省
法
学
校
)

|
 

司
法
省
履
(
大
阪
上
等
裁
判
所
f他
迦
)

I
 1880

主年ド

i
 
司
法
省
雇
(
横
浜
裁
判
所
)

I
 1880

年

(d品占説?Z釘;罰i
;品』弘恥)

D
 叩
叫g凶

0
 吋

C伽
h凶

凶
a

1日187幻7悶9
年

I
 A
p卯P

叫
G

削
g伊
e(19釘

仰5印0
，，-，

1934)
1

 
仏

l
 可
法
省
雇
(
束
大
法
科
)

1889
年

〔
唄
治
胤
1岬

〉
I

Arivet
，

 J. 
B. 

A
r
t
h
u
r
 

仏
|
 司

法
省
雇
(
司
法
省
法
学
校
)

ェ
越
包
l

F
a
b
e日

一
一

一
一

上
竺

上
空

宇
(

哨
法

学
校

)
I
 

備
考

栴
渓

昇
お

震
い

外
国

人
第

11
巻
(
政
治
，
法
制
〉
鹿
島
研
究
所
出
版
会

1971
年
12
刀

236
ペ
ー
ジ
以
下
。
重
久
篤

太
郎

，
天

野
敬

太
郎

明
治
文
化
関
係
欧
米
人
名
待

図
書
研
究
第
)
1
0巻

4
号

1937
年

。
ユ

ネ
ス

コ
東

ア
ジ

ア
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
お
雇
い
外
国
人
一
覧
表
〔
上
，
下
)

1971
年
。
大
政
類
典
。

国
*
'
1
~
士
t
0
l
\
i
E
"

4尽
製
紙
縫
S
俗
資
男
!
組
ベ

J県
4三
現
れ
~
~
\
{
K

(1
1) 

1876
年

|
 ジ

コ
ラ
ン

|
 仏

|
 司

法
省
麗
(
検
事
顧
問
〉

(
明
治

9
年
)
I

 ジ
ュ
ー
ル
・
ジ
ュ
ス
ラ
ン

!
 仏

|
 司

法
省
雇

M
α
l
r
i
e
r
，

 P. 
J. 

仏
|
 司

法
省
震
〈
司
法
省
法
学
校
)

R
a
p
p
a
r
d
，

 A.
 

蘭
!

 
司
法
省
農
(
公
証
人
・
法
律
学
校
教
授
〉

Stevens
，

 He
r
b
e
r
t
，

 S. 
英

|
 司

法
省
雇
(
神
戸
裁
判
所
〉

ょ竺
et
，
P
a
u
l
 

3.虫
|

子
学

問
教

師
大

蔵
問

問
|

部
，

i
 

l
 
商
務
省
，
逓
信
省
顧
問

1877
年

(
明
治

10
年〉

F
o
u
q
u
e
，

 P. 
F. 

仏仏米
Beinet

，
 Albert 

Russel ，
 Ad
.
 

ゃ
く1878

年

1877
年

1880
年

1878
年

1878
年

1893
年

ルJ
G
m
若干

J
盤
的
，
l
.
{
，
小
斗

1
<1-1

11叶
(
~
~
国
社
〉
会
♂

1
<
<
O
l
l
士
(
罫
:
契
1111
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〉
引
-
6
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~
:
翠
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込
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式
問
〈
規
制
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榊
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~11-\コ
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P
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ミ
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<
R
襲
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問

J
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，
 ト

11
'
¥
入
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〈
慌
が
栴

1
4~
キ
早
'
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明
治

政
府

に
よ

る
お

雇
い

外
国

人
法

学
者

一
覧

表
(

そ
の

こ
く
1881

年
"'1889

年
>
)

|
 

一
一

了
一

一
丁

一
一

一
一

「
一

一
一

つ

雇
用

年
|

人
名

|
国
籍
|

活
動

場
所

i
i
鵬

年

1881
年

I
 Roesler

，
 He
r
m
a
n
n
 

独
|
 外

務
省

万
国

公
法

顧
問

，
太

政
官

雇
(

法
律

草
I

 1890
年

(
明
治
14
年
)
I
 (1834"'1894) 

案
取

調
)

1884
年

I
 Rudolph

，
 Carl 

独
|

内
務

省
顧

問
(

地
方

政
治

科
)

I
 1887

年

(
明
治
18
年
)
!

T
e
c
h
o
w
，

 He
r
m
a
n
n
 

独
!

 文
部

省
・

内
閣

顧
問

I
 1886

年

Rudorff
，

 Otto 
独

|
 東

大
医

学
部

・
司

法
省

・
外

務
省

法
律

顧
問

I
 1890

年

Martin. 
Clarence 

事
|

 司
法

省
(

横
浜

始
審

裁
判

所
)

I
 1886

年

1885
年

I
H
o
e
h
n
，

 Heinrich 
Friedrich 

I
独

(
明
治
18

年
)
I

 W
i1li

a
m
 

1886
年

|
町

、
]

盟
血

盟
)
I

 M竺
竺
う
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竺

い
竺
J上竺

1887
年

I
Piggott

，
 Francis 

Taylor
英

(
明
治
20

年
)
I

 (悶
2"'192の
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 Becker

，
 Joseph K
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閣
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司
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震
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日

本
法

律
英

訳
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回
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日
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的
l
I
ï
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議
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年
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 1891

年



日
本
に
お
け
る
所
有
権
意
識
の
形
成
過
程
と
近
代
法
学
の
継
受
合
一
)

j¥ 。

一

H∞∞
U

刊
一
史
浩
凶

BgHH0・
〉
ぽ
回
目

s
a
g
-

一

一

一

一(温
5
M
M刊)一

(
H
∞日
ω
l
H
∞U
U
)

一

一

一

一

出
調
味
岡
b
f
滅
U

汁
出
羽
・
川
河
期
醐
同
U

汁
国
百
「
温
芯

M
N
R
E漁
同
庁
沫
〉
品
出
獄
」
(
「
図
嚇
ヨ
浦
」
滋
呂
峨
品
!
刊

E
M吋
抑

γ
い

h
ず

N
U

減
u
v
w
}
u
w
u内

4
5河
川
閃
ム
川

υ
¥
比可

l
蛍
「
討
岡
山
W
T
E
〉
l
田山刈
)
i
r
-
-司
(
忌
戸
扮
山
押
さ
)

w

「U
庁
間
同
潜
》
」
内
何
一
い
潜
印
。

七お

剛
山
路
品
助
副
剛

お
お
刊

」
の
表
で
解
る
よ
う
に
、

一
八
八
一
年
(
明
治
一
四
年
〉
以
降
一
八
八
九
年
(
明
治
二
二
年
)

ま
で
の
お
一
雇
一
い
外
国
人
法
学
者
を
、
国
籍
別

に
分
類
・
整
理
し
て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
人
法
学
者
六
名
、
イ
ギ
リ
ス
人
法
学
者
二
名
、
ア
メ
リ
カ
人
法
学
者
一
人
、
イ
タ
リ
ア
人
法
学
者

一
名
の
計
一

O
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
明
治
政
府
は
一
雇
一
入
れ
た
外
国
人
法
学
者
の
も
つ
法
学
的
知
識
を
利
用
し
て
、
近
代
法
制
度

の
整
備
・
充
実
に
役
立
た
し
め
、
同
時
に
近
代
法
学
に
つ
い
て
の
基
礎
的
知
識
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
役
立
た
し
め
た
。
こ
こ
で
は
も

は
や
日
本
民
法
典
編
纂
と
い
う
限
定
さ
れ
た
必
要
を
充
足
さ
せ
る
た
め
で
は
な
く
、
ひ
ろ
く
一
般
的
な
近
代
法
制
度
の
整
備
・
充
実
と
い

う
目
的
に
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
の
ち
に
考
察
す
る
よ
う
に
、
学
校
教
育
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
外
国
人
法
学
者
を
講
義
さ
せ
、

法
学
知
識
の
普
及
化
に
役
立
た
し
め
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
明
治
初
年
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
学
校
教
育
を
通
じ
て
近
代
法
宇
の
継

受
が
な
さ
れ
て
き
た
か
を
考
察
し
よ
う
。
こ
れ
が
次
項
の
研
究
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

(
1
〉
梅
渓
昇

一
六
巻
五
。

(
2
)

梅
渓
昇
お
雇
い
外
回
人
第
一
一
巻
(
政
治
・
法
制
)
鹿
島
研
究
所
出
版
会
一
九
七
一
年
一
一
一
月

(
3
)

小
早
川
欣
吾
続
明
治
法
制
叢
考
山
口
書
底
一
九
回
二
年
八
月
一
ニ

O
二
ぺ

l
ゾ

お
雇
い
外
国
人
第
一
一
巻
(
政
治
・
法
制
)

鹿
島
研
究
所
出
版
会

一
九
七
一
年
一
二
月

主
四
ペ
ー
ジ
。
大
政
類
典
第
二
編
第

ム
ハ
一
、
/
丸
山
ハ
二
ペ
ー
ジ
。

|
|
以
下
次
号
1
1
3

〔
こ
の
研
究
は
昭
和
四
四
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
一
般
研
究
C
)
お
よ
び
昭
和
四
五
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
三
般
研
究
C
)

に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
J


